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1

)

 

の
た
め
の
法
律
」

一
九
八
五
年
ご
一
月
一
九
日
に
「
会
社
法
調
整
の
た
め
の

E
C
閣
僚
理
事
会
第
四
、
第
七
お
よ
び
第
八
指
令
の
実
施

(
1
)
 

一
九
八
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
会
計
指
令
法
は
、

新
商
法
二
七
一
条
二
項
に
よ
り
『
結
合
企
業
』
に
つ
い
て
の
新
た
な
定
義
規
定
を
導
入
し
た
が
、
そ
れ
は
一
九
六
五
年
株
式
法
一
五
条
に

規
定
さ
れ
て
い
る
従
来
の
定
義
規
定
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
新
規
定
は
会
計
報
告
に
関
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か

つ
ま
り
会
計
報
告
規
制
に
関
す
る
領
域
に
限
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

実
体
規
制
を
定
め
る
一
九
六
五
年
株
式
法
に
お
け
る
『
結
合
企
業
』
概
念
と
会
計
報
告
規
制
に
適
用
さ
れ
る
商
法
の
『
結
合
企
業
』
概
念

新
た
な
『
結
合
企
業
』
概
念
を
規
定
し
た
商
法
二
七
一
条
二
項
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
の
し
か
た
自
体
が
、

(
2
)
 

の
言
語
混
乱
」
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
複
雑
か
つ
判
読
し
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
鋭
い
見
解
の
対
立
が
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、

(
3
)
 

同
項
が

E
C
加
盟
国
の
会
社
法
の
調
整
を
要
求
す
る
一
九
八
三
年
七
月
一
三
日
の

E
C
理
事
会
第
七
指
令
に
基
づ
い
て
国
内
法
化
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

E
C
指
令
と
国
内
法
と
の
関
係
お
よ
び
指
令
の
条
項
（
四
一
条
）
の
解
釈
を
め
ぐ
る
見
解
の
相
違
が
右
の
対
立

を
よ
り
複
雑
な
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
西
ド
イ
ッ
新
商
法
の
『
結
合
企
業
』
概
念
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
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• 

.;..!! た
し
、
個
巴
別
吐
3
算

西
ド
イ
ツ
新
商
法
に
よ
る
『
結
合
企
業
』
概
念

て
紹
介
し
、
若
干
の
検
討
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

と
が
当
分
の
間
、
併
存
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

ら
、
そ
の
適
用
範
囲
は
新
商
法
の
第
三
編
、

（
以
下
、
会
計
指
令
法
と
い
う
）
が
成
立
し
、

西
ド
イ
ツ
で
は
、 第

は

じ

め

に

ニ
ニ
七

（
九
三
九
）

「
バ
ビ
ロ
ン

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の



ー

書
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
一
九
八
七
年
一
月
一
日
以
後
に
始
ま
る
営
業
年
度
か
ら
、
ま
た
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
関
す
る
規
定
に
つ
い

て
は
、
一
九
九

0
年
一
月
一
日
以
後
に
始
ま
る
営
業
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
（
商
法
施
行
法
二
三
条
二
項
・
三
項
参
照
）
。
な
お
、
こ
の
法
律
の

概
要
に
つ
い
て
は
、
黒
川
全
紀
編
・
解
説
西
ド
イ
ツ
新
会
計
制
度
1

規
制
と
実
務
（
一
九
八
七
）
、
森
川
八
洲
男
「
西
ド
イ
ツ
新
商
法
会
計
制

度
を
め
ぐ
っ
て
|
ー
一
九
八
五
年
『
会
計
法
』
を
中
心
と
し
て

o
i岡
」
会
計
―
―
―
―
―
巻
四
号
(
-
九
八
七
）
五
五
五
頁
以
下
、
ペ
ー
ク
ー
・
シ

ュ
レ
ヒ
ト
リ
ー
ム
（
山
下
友
信
訳
）
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
商
法
・
会
社
法
の
発
展
（
一
九
八
五
ー
一
九
八
七
）
ー
ー
会
計
指
令
法
」

日
独
法
学
―
二
号
（
一
九
八
八
）
五
三
頁
以
下
、
等
を
参
照
。
ま
た
、EC
会
計
制
度
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
黒
田
全
紀
•
E
C

会
計
制
度
調
和

化
論
（
一
九
八
九
）
、
新
商
法
に
基
づ
く
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
制
度
に
つ
い
て
は
、
清
水
忠
之
「
西
ド
イ
ツ
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
制
度
ー
ー
一

九
八
五
年
西
ド
イ
ッ
改
正
商
法
に
お
け
る
連
結
範
囲
に
つ
い
て
」
明
治
学
院
大
学
法
学
部
―

-
0周
年
論
文
集
『
法
と
政
治
の
現
代
的
課
題
』
（
一

九
八
七
）
所
収
一
六
九
頁
以
下
を
参
照
。
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seqq. 

定
義
の
適
用
範
囲

E

C
第
七
指
令
四
一
条
の
転
換
に
よ
っ
て
商
法
二
七
一
条
二
項
で
新
た
に
規
定
さ
れ
た
結
合
企
業
概
念
の
定
義
は
、
も
っ
ぱ
ら
商
法
第

(

1

)

 

三
編
（
二
三
八
条
か
ら
一
―
―
―
―
一
九
条
）
の
範
囲
内
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
。
さ
ら
に
年
度
決
算
書
お
よ
び
状
況
報
告
書
の
作
成
義
務
を
定
め

る
開
示
法
五
条
一
項
二
文
が
同
条
項
を
引
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
商
法
の
こ
の
定
義
は
、
開
示
法
に
従
っ
て
人
的
企
業
（
個
人
企
業
・
人

(
2
)
 

的
会
社
）
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
年
度
決
算
書
に
も
準
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
領
域
、
と
り
わ
け
株
式
法
一
―
―
ご
一
条
に
従
っ
て

関
法

第

二

商

法

二

七

一

条

二

項

に

よ

る

結

合

企

業

概

念

の

定

義

第
三
九
巻
第
四
・
五
号

ニニ八

（
九
四

0
)



八
五
条
三
号
）
。

さ
ら
に
損
益
計
算
書
に
お
い
て
は
、

作
成
さ
れ
る
従
属
報
告
書
の
場
合
に
は
、
従
前
と
同
様
に
株
式
法
一
五
条
の
結
合
企
業
概
念
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
。

商
法
の
結
合
企
業
と
い
う
概
念
の
適
用
範
囲
は
、
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
諸
規
制
を
包
含
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
財
務
固
定
資
産

と
し
て
結
合
企
業
に
対
し
て
有
す
る
持
分
・
貸
付
金
（
商
法
二
六
六
条
二
項
AIII
一
号
・
ニ
号
）
、

流
動
資
産
と
し
て
結
合
企
業
に
対
し

て
有
す
る
債
権
・
持
分
（
商
法
二
六
六
条
二
項B
I
I
二
号
•
B

頂
一
号
）
な
ら
び
に
結
合
企
業
に
対
す
る
債
務
（
商
法
二
六
六
条
三
項C

六
号
）
は
貸
借
対
照
表
に
お
い
て
他
と
区
別
し
て
表
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
商
法
二
五
一
条
に
よ
る
結
合
企
業
に
対
す
る

責
任
関
係
に
つ
い
て
は
、
貸
借
対
照
表
の
欄
外
ま
た
は
付
属
明
細
書
に
お
い
て
別
個
に
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
商
法
二
六
八
条

七
項
後
段
）
。

結
合
企
業
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
収
益
（
参
加
的
持
分
に
基
づ
く
収
益
の
う
ち
結
合
企

業
か
ら
の
も
の
、
受
取
利
息
な
ど
、
商
法
二
七
五
条
二
項
九
号

2
-
―
号
・
三
項
八
号

t
-
0号
）
お
よ
び
結
合
企
業
に
対
す
る
支
払
利

息
（
商
法
二
七
五
条
二
項
―
―
―
一
号
・
三
項
―
二
号
）
を
他
と
区
別
し
て
表
示
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
そ
の
外
に
、
附
属
明
細
書
に
お
い
て

は
、
商
法
二
八
五
条
一
号
・
ニ
号
所
定
の
債
務
以
外
の
も
の
で
、
貸
借
対
照
表
に
掲
げ
ら
れ
ず
、
ま
た
商
法
二
五
一
条
に
よ
り
そ
の
欄
外
に

も
記
載
さ
れ
な
い
が
、
し
か
し
財
務
状
態
の
判
断
の
た
め
に
意
義
を
有
す
る
そ
の
他
の
財
務
的
責
務
（
円
n
a
n
z
i
e
l
l
e
V
e
r
p
f
l
i
c
h
t
u
n
g
e
n
)
 

の
総
額
の
記
載
が
要
求
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
結
合
企
業
に
対
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
別
個
に
説
朋
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
商
法
二

さ
ら
に
、
結
合
企
業
概
念
は
決
算
監
査
に
お
け
る
法
規
制
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
決
算
書
監
査
人

(
A
b
s
c
h
l
u
B
p
r
i
i,
 

fer)

の
独
立
性
を
確
保
す
る
た
め
、
経
済
監
査
士

(
Wi
r
t
s
c
h
a
f
t
s
p
r
u
f
e
r
)

ま
た
は
宣
誓
帳
簿
監
査
士

(
v
e
r
e
i
d
i
g
t
e
r
B
u
c
h
p
r
u
f
e
r
)
 

等
が
法
人
の
法
定
代
理
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
法
人
が
監
査
す
べ
き
資
本
会
社
と
結
合
企
業
関
係
に
あ
る
な
ど
の
場
合
に
は
、
決
算
書
監
査

人
と
な
る
こ
と
が
で
き
ず
（
商
法
一
―
―
―
九
条
二
項
一
ー
一
号
・
四
号
、
三
項
一
号
・
三
号
参
照
）
、

西
ド
イ
ツ
新
商
法
に
よ
る
『
結
合
企
業
』
概
念

ま
た
、
決
算
書
監
査
人
は
義
務
違
反
に
よ

ニ
ニ
九

（
九
四
一
）



第
三
九
巻
第
四
•
五
号

に
関
す
る
規
定
に
従
っ
て
組
み
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

商
法
二
七
一
条
二
項
は
、
結
合
企
業
の
定
義
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

ニ――

10

有
す
る
企
業
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
年
度
決
算
書
に
お
い
て
他
と
区
別
し
て
表
示
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

（
九
四
二
）

る
損
害
賠
償
責
任
を
監
査
す
べ
き
資
本
会
社
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
結
合
企
業
に
対
し
て
も
負
う
（
商
法
一
―
―
―
-1
一
条
一
項
三
文
）
。

(
3
)
 

(
B
e
t
e
i
l
i
g
u
n
g
e
n
)
』
と
い
う
概
念
も
導
入
し
（
商
法
二
七
一
条
一
項
）
、

的
持
分
関
係
と
結
合
企
業
関
係
の
双
方
に
該
当
す
る
と
き
は
、
結
合
企
業
と
し
て
の
取
り
扱
い
が
優
先
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
限
り

(
4
)
 

で
は
、
結
合
企
業
概
念
を
定
め
る
商
法
二
七
一
条
二
項
は
、
同
条
一
項
に
対
し
て
特
別
法
の
関
係
に
あ
る
。

「
本
編
に
い
う
結
合
企
業
と
は
、
親
企
業
ま
た
は
子
企
業
（
商
法
第
二
九

0
条
）
と
し
て
、
第

1

一
節
に
従
っ
て
最
も
広
範
囲
の
コ
ン

ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
を
最
上
位
の
親
企
業
と
し
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ー
ー
＇
作
成
が
行
わ
れ
な
い
場
合
を
含
む
ー
|
‘
か
、
も
し

く
は
第
二
九
一
条
に
従
っ
て
ま
た
は
第
二
九
二
条
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
る
法
規
命
令
（
R
e
c
h
t
s
v
e
r
o
r
d
n
u
n
g
)

に
従
っ
て
免
責
的

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書

(befreiender
K
o
n
z
e
r
n
a
b
s
c
h
l
u
B
)
 

2

商
法
二
七
一
条

1

一
項
に
よ
る
結
合
企
業
概
念
の
定
義
構
造

な
お
、
新
商
法
は
、
別
に
『
参
加
的
持
分

関
法

を
作
成
す
る
か
ま
た
は
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
親

企
業
の
コ
ソ
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
全
部
連
結

(Vollkonsolidierung)

企
業
を
い
う
。
第
二
九
五
条
ま
た
は
第
二
九
六
条
に
よ
り
組
み
入
れ
ら
れ
な
い
子
企
業
も
結
合
企
業
と
す
る
。
」

こ
の
定
義
は
、
結
合
企
業
の
概
念
規
定
の
出
発
点
を
、
明
ら
か
に
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
決
算
書
の
作
成
に
関
す
る
義
務
を
規
定
す
る
商
法
二

九

0
条
に
関
連
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
商
法
第
三
編
の
意
味
で
の
結
合
企
業
と
は
、
原
則
と
し
て
、
商
法
二
九

0
条
の
意
味
で
の
親

企
業
ま
た
は
子
企
業
と
し
て
、
最
上
位
の
親
企
業
と
し
て
最
も
広
範
囲
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
親
企
業

―
つ
の
企
業
関
係
が
、
参
加

参
加
的
持
分
を



も
し
く
は
、

が
、
他
の
企
業
の
社
員
の
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
場
合
（
同
項
一
号
）
、

の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
す
べ
て
の
企
業
で
あ
る
。
親
子
企
業
を
出
発
点
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

つ
ね
に
従
属
関
係
な
い
し
支
配
関
係
が
前
提
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

ど
の
よ
う
な
企
業
が
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
内
の
親
企
業
ま
た
は
子
企

業
と
み
な
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
商
法
二
九

0
条
は
二
つ
の
視
点
か
ら
規
定
し
て
い
る
。

ま
ず
、
商
法
二
九

0
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
国
内
に
住
所
を
有
す
る
資
本
会
社
が
他
の
企
業
に
対
し
て
統
一
的
指
揮
を
行
使
し
、
か
つ
同

時
に
当
該
他
企
業
に
対
し
て
商
法
二
七
一
条
一
項
の
意
味
で
の
参
加
的
持
分
を
有
す
る
と
き
は
、
こ
の
資
本
会
社
は
親
企
業
で
あ
り
、
そ

の
統
一
的
指
揮
に
服
す
る
当
該
他
企
業
は
子
企
業
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
株
式
法
と
同
じ
く
い
わ
ゆ
る
統
一
的
指
揮
基
準
が
採
用

(
5
)
 

さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
国
内
に
住
所
を
有
す
る
資
本
会
社
が
他
の
企
業
（
子
企
業
）
に
お
い
て
商
法
二
九

0
条
二
項
に
個
別
的
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る

一
定
の
法
的
地
位
を
有
す
る
と
き
も
、
こ
の
資
本
会
社
は
親
企
業
と
さ
れ
る
。
同
項
が
掲
げ
る
一
定
の
法
的
地
位
と
は
、
あ
る
資
本
会
社

構
成
員
の
過
半
数
を
任
命
あ
る
い
は
解
任
す
る
権
利
を
有
し
、
か
つ
こ
の
資
本
会
社
が
同
時
に
当
該
他
企
業
の
社
員
で
あ
る
場
合
（
同
項

二
号
）
、

他
の
企
業
と
締
結
し
た
支
配
契
約
に
基
づ
き
ま
た
は
こ
の
企
業
の
定
款
規
定
に
基
づ
き
支
配
的
影
響
力
を
行
使
す

(
6
)
 

る
権
利
を
有
す
る
場
合
（
同
項
三
号
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
系
の
い
わ
ゆ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
基
準
を
採
用
し
た

も
の
で
あ
る
。

右
に
加
え
て
、

他
の
企
業
の
管
理
機
関
、

指
揮
機
関
ま
た
は
監
督
機
関
の

一
方
で
は
、
親
企
業
の
有
す
る
権
利
に
は
、
他
の
企
業
に
対
し
て
子
企
業
が
有
す
る
権
利
お
よ
び
親
企
業
の
計
算
も
し

西
ド
イ
ツ
新
商
法
に
よ
る
『
結
合
企
業
』
概
念

な
ら
び
に
、

言

当
該
他
企
業
の
他
の
社
員

く
は
子
企
業
の
計
算
に
お
い
て
取
引
を
行
う
者
が
有
す
る
権
利
（
商
法
二
九

0
条
三
項
一
文
）
、

と
の
約
定
に
基
づ
い
て
親
企
業
ま
た
は
子
企
業
が
行
使
す
る
こ
と
の
で
き
る
権
利
（
同
項
二
文
）
が
付
加
さ
れ
る
。
他
方
、
親
企
業
の
有

（
九
四
一
―
-
)



企
業
で
は
な
い
。

第
三
九
巻
第
四
・
五
号

は
商
法
二
七
一
条
二
項
の
意
味
で
の
結
合

言
（
九
四
四
）

す
る
権
利
か
ら
は
、
親
企
業
ま
た
は
子
企
業
が
他
人
の
計
算
に
お
い
て
保
有
す
る
持
分
と
結
合
す
る
権
利
（
同
項
一
二
文
一
号
）
、

は
、
担
保
と
し
て
保
有
す
る
持
分
と
結
合
す
る
権
利
で
、
当
該
権
利
が
担
保
権
設
定
者
の
指
図
に
従
っ
て
行
使
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
金
融

機
関
が
持
分
を
貸
付
金
の
担
保
と
し
て
保
有
し
て
い
て
担
保
権
設
定
者
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
場
合
の
も
の
（
同
項
一
一
一
文
二
号
）
が
除
か

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
商
法
二
九

0
条
二
項
一
号
の
算
定
の
基
準
と
な
る
議
決
権
総
数
か
ら
は
、
子
企
業
自
体
、
そ
の
子
企
業

の
子
企
業
の
一
個
ま
た
は
当
該
企
業
の
計
算
に
お
い
て
他
人
の
所
有
す
る
自
己
持
分
に
基
づ
く
議
決
権
が
除
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
同
条
四
項
一
一
文
）
。

結
合
企
業
の
二
番
目
の
定
義
基
準
と
し
て
、
商
法
二
七
一
条
二
項
の
文
言
に
は
、
商
法
二
九

0
条
に
よ
り
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作

成
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
最
上
位
の
親
企
業
の
連
結
範
囲
へ
の
帰
属
可
能
性
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
明
文
を
も
っ
て
全
部
連
結

（
商
法
―
―
―

の
方
法
に
よ
る
組
入
だ
け
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
全
部
連
結
の
方
法
で
の
組
入
は
、
親
企
業
・
子
企
業
関
係
に
つ
い
て
の
み
許
さ
れ

(
7
)
 

る
の
で
あ
っ
て
、
他
の
企
業
と
の
共
同
の
経
営
の
も
と
に
あ
る
に
す
ぎ
な
い
共
同
企
業

(
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
s
u
n
t
e
r
n
e
h
m
e
n
)

(
8
)
 

-
0条
）
な
ら
び
に
関
連
企
業

(assoziiertes

U
 nt
e
r
n
e
h
m
e
n
)
 
(
商
法
三
―
一
条
一
項
）

さ
ら
に
、
親
企
業
が
商
法
二
九
一
条
に
従
っ
て
、
ま
た
は
商
法
二
九
二
条
に
よ
り
公
布
さ
れ
る
法
規
命
令
に
従
っ
て
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ

(
9
)
 

ル
ン
決
算
書
を
作
成
し
も
し
く
は
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
場
合
に
も
、
結
合
企
業
の
範
囲
の
画
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
す

な
わ
ち
、

E
C
域
内
に
住
所
を
有
す
る
外
国
コ
ン
ツ
ニ
ル
ン
頂
上
企
業
が
商
法
二
九
一
条
ま
た
は
二
九
二
条
に
従
っ
て
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ

ル
ン
決
算
書
を
作
成
・
開
示
す
る
た
め
、
国
内
に
住
所
を
有
す
る
最
上
位
の
親
企
業
が
商
法
二
九

0
条
に
よ
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の

作
成
義
務
を
免
除
さ
れ
る
場
合
に
も
、
こ
の
国
内
の
最
上
位
の
親
企
業
お
よ
び
そ
の
子
企
業
は
、
外
国
コ
ソ
ツ
ェ
ル
ン
頂
上
企
業
お
よ
び

関
法

も
し
く



そ
の
子
企
業
と
の
関
係
で
は
商
法
二
七
一
条
二
項
の
意
味
で
の
結
合
企
業
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

を
国
内
に
有
す
る
が
、

し
か
し
資
本
会
社
の
法
形
態
を
と
っ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
頂
上
企
業
は
や
は
り
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ

ル
ン
決
算
書
を
作
成
で
き
（
商
二
九
一
条
一
項
二
文
）
、

そ
の
結
果
、

そ
の
子
企
業
と
と
も
に
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
頂
上
企
業
お
よ
び
そ
の
す
べ
て
の
子
企
業
と
結
合
企
業
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
結
合
企
業
関
係
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
国
内
の
最
上
位
の
企
業
が
そ
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
会
計
義
務
に
従
っ
て
実
際
に
コ
ン
ツ
ェ

ル
ン
決
算
書
を
作
成
す
る
か
ど
う
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
商
法
二
七
一
条
二
項
は
、

合
も
、
結
合
企
業
関
係
を
認
定
す
る
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
あ
る
企
業
が
組
入
禁
止
（
商
法
二
九
五
条
）

ま
た
は
組
入
選
択
権
（
商
法
二
九
六
条
）
の
規
定
に
基
づ
き
最
上
位
の
親
企
業
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
こ
の
非
組
入
企
業
を
結
合
企
業
と
み
な
す
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

(

1

)

西
ド
イ
ッ
商
法
上
、
資
本
会
社
（
株
式
会
社
・
株
式
合
資
会
社
・
有
限
会
社
）
等
の
作
成
す
べ
き
計
算
書
類
は
、
年
度
決
算
書
（
貸
借
対
照
表

・
損
益
計
算
書
・
附
属
明
細
書
）
と
状
況
報
告
書
で
あ
る
（
商
法
二
七
四
条
一
項
一
号
・
ニ
九
七
条
一
項
・
―
-
＝

-

l

六
条
一
項
一
号
、
開
示
法
五
条

二
項
・
ニ
―
一
条
二
項
参
照
）
。
本
稿
で
は
、
便
宜
的
に
こ
の
両
者
を
合
わ
せ
て
年
度
決
算
書
と
表
現
す
る
。

(

2

)

開
示
法
一
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
資
産
総
額
一
億
二
五

0
0万
マ
ル
ク
超
、
年
間
売
上
高
二
億
五

0
0
0万
マ
ル
ク
超
お
よ
び
被
麗
用
者
数
五
〇

0
0人
超
の
三
つ
の
基
準
の
う
ち
二
以
上
を
充
足
す
る
人
的
企
業
（
個
人
企
業
、
合
名
会
社
、
合
資
会
社
）
は
年
度
決
算
書
の
開
示
・
監
査
義
務

を
有
す
る
。

(

3

)

参
加
的
持
分
（
『
資
本
参
加
』
と
す
る
訳
例
も
多
い
）
と
は
、
他
企
業
と
の
間
に
持
続
的
結
合
関
係
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
営
業

活
動
に
寄
与
せ
し
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
持
分
で
あ
り
、
疑
い
の
あ
る
場
合
に
は
、
他
の
資
本
会
社
に
対
す
る
持
分
で
あ
っ
て
、
そ
の
券
面
額

の
合
計
が
当
該
会
社
の
公
称
資
本
金
の
二

0
。̂

1
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
は
、
参
加
的
持
分
と
み
な
さ
れ
る
（
商
法
二
七
一
条
一
項
参
照
）
。

(

4

)

 

V
 gl. 
A
d
l
e
r
 /D
u
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 
R
e
c
h
n
u
n
g
s
l
e
g
u
n
g
 u
n
d
 P
r
i
i
f
u
n
g
 
d
e
r
 Aktiengesellschaft, K
o
m
m
e
n
t
a
r
 z
u
m
 H
G
B
,
 A
k
t
G
,
 

西
ド
イ
ツ
新
商
法
に
よ
る
『
結
合
企
業
』
概
念

言
（
九
四
五
）

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
が
行
わ
れ
な
い
場

こ
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
も
、
国
内
の
最
上
位
の
資
本
会
社
は

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
頂
上
企
業
が
そ
の
住
所



関
法

第
三
商
法
に
お
け
る
結
合
企
業
概
念
の
欠
陥

第
三
九
巻
第
四
•
五
号

二
三
四

G
m
b
H
G
,
 P
u
b
!
G
 n
a
c
h
 d
e
n
 V
o
r
s
c
h
r
i
f
t
e
n
 
d
e
s
 B
i
l
a
n
z
r
i
c
h
t
l
i
n
i
e
n
-
G
e
s
e
t
z
e
s
,
 
5. 
Aufl., 1987, 
§
2
7
1
 H
G
B
 T
z
.
 
26. 

(
5
)

株
式
法
に
よ
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
規
制
に
つ
い
て
は
、
拙
塙
「
E
C
第
七
指
令
に
よ
る
連
結
の
範
囲
1

西
ド
イ
ッ
株
式
法
と
の
比
較
」

法
学
論
集
三
五
巻
一
号
(
-
九
八
五
）
九
九
頁
以
下
参
照
。

(

6

)

つ
ま
り
、
商
法

1

一九

0
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
も
は
や
統
一
的
指
揮
は
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
存
在
に
つ
い
て
の
不
可
欠
の
前
提
で
は
な
い
。
同
条
一
―
―

号
に
掲
げ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
支
配
的
影
響
力
の
実
際
の
行
使
で
は
な
く
て
、
か
か
る
支
配
的
影
響
力
を
行
使
す
る
権
利
が
問
題
と
さ
れ

て
い
る
。

V
g
l
.
B
i
e
g
,
 
K
o
m
m
e
n
t
i
e
r
u
n
g
 d
e
s
§
2
7
1
 H
G
B
,
 i
n
:
 
K
i
l
t
i
n
g
/
W
e
b
e
r
,
 H
a
n
d
b
u
c
h
 d
e
r
 
Rechnungslegung• 

K
o
m
m
e
n
t
a
r
 

z
u
r
 B
i
l
a
n
z
i
e
r
u
n
g
 u
n
d
 Prilfung, 
2. 
Aufl., 1987, 
R
n
.
 4
3
.
 

(

7

)

共
同
企
業
と
は
、
組
入
企
業
と
非
組
入
企
業
と
の
共
同
の
指
揮

(
g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
F
u
h
r
u
n
g
)

の
も
と
に
あ
る
企
業
で
あ
り
、
比
例
連
結

(
a
n
,
 

teilmiiBige 
K
o
n
s
o
l
i
d
i
e
r
u
n
g
)

ま
た
は
持
分
法
に
よ
っ
て
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
共
同
企
業
に
つ
い

て
は
、
特
別
の
事
例
に
お
い
て
は
、
二
以
上
の
親
企
業
の
共
同
の
統
一
的
指
揮
下
に
あ
り
う
る
か
ら
、
選
択
的
に
全
部
連
結
ま
た
は
比
例
連
結
の

方
法
で
組
み
入
れ
ら
れ
う
る
と
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

V
g
l
.
Zilias, 
i
n
:
 
H
a
n
d
b
u
c
h
 fur 
R
e
c
h
n
u
n
g
s
l
e
g
u
n
g
,
 P
r
i
l
f
u
n
g
 
u
n
d
 

B
e
r
a
t
u
n
g
 (
W
Pー

H
a
n
d
b
u
c
h
)
1
9
8
5
/
8
6
 
II, 
9. 
Aufl., 
1986, 
S
.
 
707. 

(
8
)
関
連
企
業
と
は
、
営
業
政
策
•
財
務
政
策
に
つ
き
連
結
企
業
（
比
例
連
結
企
業
を
含
む
）
が
重
要
な
影
轡
力
(
m
a
B
g
e
b
l
i
c
h
e
r

E
i
n
f
l
u
B
)

を

及
ぼ
す
よ
う
な
企
業
を
い
う
。

(

9

)

商
法
二
九
一
条
は
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
免
除
に
つ
き
定
め
る
。
同
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
親
企
業
で
同
時
に

E
C
加
盟
国
に
住
所
を

有
す
る
親
企
業
の
子
企
業
で
あ
る
も
の
（
中
間
親
企
業
）
は
、
そ
の
上
位
の
親
企
業
に
よ
り
同
条
二
項
に
定
め
る
条
件
に
適
合
し
た
コ
ン
ツ
ェ
ル

ン
決
算
書
（
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
）
が
公
表
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
お
よ
び
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
状
況
報
告
書

（
い
わ
ゆ
る
部
分
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
）
を
作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
で
き
る
企
業
は
、
そ

の
法
形
態
、
規
模
を
問
わ
な
い
。
ま
た
、
商
法
二
九
二
条
に
よ
り
、
連
邦
司
法
大
臣
は
、
法
規
命
令
を
も
っ
て
、
こ
の
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決

算
書
に
関
す
る
規
定
を
一
定
の
条
件
の
も
と
に

E
C
加
盟
国
以
外
に
住
所
を
有
す
る
親
企
業
に
も
適
用
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
詳
し
く

は
、
森
川
・
前
掲
・
会
計
―
―
―
―
―
―
一
巻
四
号
五
六
一
頁
、
清
水
・
前
掲
一
八
六
頁
以
下
参
照
。

（
九
四
六
）



超
過
し
な
い
か
（
同
項
一
号
）
、

ま
た
は
、

1
商
法
二
九
三
条
に
基
づ
く
規
模
に
よ
る
免
除

き
る
。

つ
ま
り
、
結
合
企
業
の
範
囲
に
属
す
る
の
は
、

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン

二
九
六
条
（
組
入
選
択

商
法
二
七
一
条
二
項
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
結
合
企
業
の
範
囲
の
画
定
基
準
と
し
て
、
商
法
二
九

0
条
一
項
・
ニ
項
の
意
味
で
の
親

子
関
係
の
存
在
で
十
分
な
の
か
、
そ
れ
と
も
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
へ
の
組
入
義
務
あ
る
い
は
免
責
的
効
力
を
有
す
る
組
入
可
能
性
と
い

う
要
件
も
充
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、

と
い
う
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
同
項
前
段
が
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
へ
の
組
入
義

務
お
よ
び
商
法
二
九
一
条
、
二
九
二
条
に
基
づ
く
免
責
可
能
性
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
後
者
の
意
味
で
理
解
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
同
項
の
後
段
に
つ
い
て
も
、
結
合
企
業
概
念
を
商
法
二
九
五
条
（
組
入
禁
止
）
、

権
）
に
よ
り
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
富
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
い
子
企
業
に
も
拡
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
様
の
趣
旨
と
し
て
理
解
で

コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
決
算
書
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
あ
る
い
は
免

責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
組
み
入
れ
ら
れ
う
る
こ
と
に
な
る
親
子
企
業
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
多
く
の
見
解
も
こ
の
よ
う
に

(
1
)
 

解
釈
す
る
。
し
か
し
、

コ
ン
ツ
ニ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
に
関
す
る
具
体
的
な
義
務
を
前
提
に
し
て
結
合
企
業
関
係
を
認
定
す
る
場
合
に
は
、

以
下
に
み
て
い
く
よ
う
に
、
種
々
の
不
合
理
な
結
果
を
生
じ
う
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

商
法
二
九

0
条
は
、
資
本
会
社
の
法
形
態
を
有
す
る
親
企
業
に
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
を
義
務
づ
け
る
が
、
他
方
、
商
法
二
九

三
条
一
項
は
、
こ
の
よ
う
な
親
企
業
で
あ
っ
て
も
一
定
の
規
模
基
準
値
を
下
回
る
小
規
模
コ
ン
ツ
ニ
ル
ン
に
つ
い
て
は
、

決
算
書
の
作
成
義
務
を
免
除
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
親
企
業
お
よ
び
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
組
み
入
れ
る
べ
き
子
企
業
の
貸
借
対
照
表

総
額
の
合
計
額
四
六
八

0
万
マ
ル
ク
、
売
上
高
合
計
額
九
六
八

0
万
マ
ル
ク
、
被
雇
用
者
数
合
計
五

0
0名
の
三
基
準
の
う
ち
二
以
上
を

②
親
企
業
の
年
度
決
算
書
（
個
別
決
算
書
）
の
貸
借
対
照
表
総
額
三
九

0
0万
マ
ル
ク
、
売

西
ド
イ
ッ
新
商
法
に
よ
る
『
結
合
企
業
』
概
念

二
三
五

（
九
四
七
）



3
 

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
頂
上
に
非
資
本
会
社
が
位
置
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
同
条
一
項
所
定
の
規
模
基
準
値
を
充
足
す
る
と
き

(
5
)
 

は
、
か
か
る
非
資
本
会
社
に
も
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
を
義
務
づ
け
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
は
商
法

第
三
編
第
二
節
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
商
法
二
七
一
条
二
項
の
文
言
を
厳
格
に
解
釈
す
れ
ば
、

(
6
)
 

か
か
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
企
業
は
結
合
企
業
と
は
認
定
さ
れ
な
い
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

一
段
階
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン

法
―
一
条
は
、

2
 商

法
二
九

0
条
は
、
国
内
の
資
本
会
社
た
る
最
上
位
の
親
企
業
に
の
み
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
を
義
務
づ
け
る
。
他
方
で
開
示

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
頂
上
に
非
資
本
会
社
が
位
置
す
る
場
合

上
高
合
計
額
八

0
0
0万
マ
ル
ク
、
被
雇
用
者
数
五

0
0名
の
三
基
準
の
う
ち
二
以
上
を
超
過
し
な
い
（
同
項

1

一
号
）
と
き
は
、

(
2
)
 

ェ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
す
る
必
要
が
な
い
。

商
法
二
七
一
条
二
項
は
「
作
成
が
行
わ
れ
な
い
場
合
を
含
む
」
旨
を
規
定
す
る
が
、
こ
れ
は
通
常
の
文
言
解
釈
か
ら
す
れ
ば
、

ェ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
義
務
に
違
反
し
て
作
成
が
行
わ
れ
な
い
場
合
で
も
、

(
3
)
 

ン
決
算
書
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
べ
き
企
業
は
結
合
企
業
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

っ
て
…
…
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
商
法
二
七
一
条
二
項
の
文
言
は
、
右
の
よ
う
な
規
模
に
よ
り

コ
ン
ツ
ニ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
義
務
を
免
除
さ
れ
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
に
お
い
て
は
、

(
4
)
 

在
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

関
法

第
三
九
巻
第
四
•
五
号

コ
ン
ツ
ェ
ル

そ
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
間
に
結
合
企
業
関
係
も
存

ニ――一六

（
九
四
八
）

「
第
二
節
に
従

コ
ン
ツ

コ
ン
ツ



4
 右

に
述
べ
た
よ
う
に
、
開
示
法
―
一
条
の
規
模
基
準
値
を
充
足
す
る
非
資
本
会
社
た
る
親
企
業
は
、

n
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
す

る
義
務
を
負
い
、
そ
し
て
同
法
二
二
条
は
、
こ
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
決
算
書
が
商
法
二
九
一
条
に
よ
る
免
責
的
効
力
を
有
す
る
旨
を
定
め
る
。

ま
た
、
商
法
二
九
一
条
に
よ
れ
ば
、

E
C
域
内
に
住
所
を
有
す
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
頂
上
企
業
は
、
そ
の
法
形
態
・
住
所
を
問
わ
ず
ー
ー
し

た
が
っ
て
開
示
法
―
一
条
に
よ
り
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
を
要
求
さ
れ
な
い
国
内
の
非
資
本
会
社
も
ー
ー
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン

決
算
書
を
作
成
す
る
権
限
を
有
す
る
。

し
か
し
、
義
務
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
る
か
あ
る
い
は
任
意
に
作
成
さ
れ
る
か
を
問
わ
ず
、
こ
れ
ら
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
決
算
書
の
免

責
的
効
力
は
、
下
位
に
位
置
す
る
国
内
の
資
本
会
社
の
側
で
も
自
ら
部
分
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
親
企
業
と
し
て
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
を

有
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
一
段
階
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
場
合
、
た
と
え
ば
E
C
域
内
に
住
所
を
有
す
る

外
国
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
頂
上
企
業
が
複
数
の
国
内
資
本
会
社
の
過
半
数
議
決
権
を
有
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
資
本
会
社
の
側
で
そ
の
下
位
の

企
業
と
と
も
に
部
分
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
を
形
成
し
て
い
な
い
と
き
は
、
た
と
え
こ
の
頂
上
企
業
が
国
内
資
本
会
社
を
組
み
入
れ
た
コ
ン
ツ
ェ

ル
ソ
決
算
書
を
作
成
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
免
責
的
効
力
を
論
ず
る
余
地
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
資
本
会
社
自
身
は
商
法
二
九

0
条
に
従

っ
て
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
す
る
義
務
を
有
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
商
法
二
九
一
条
に
よ
る
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
が

そ
も
そ
も
問
題
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
外
国
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
頂
上
企
業
と
国
内
資
本
会
社
の
間
に
結
合
企
業
関
係
は
認

(

7

)

 

め
ら
れ
ず
、
国
内
資
本
会
社
相
互
も
ま
た
結
合
企
業
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
免
責
的
効
力
の
阻
止

右
の

3
の
場
合
と
は
異
な
り
、
商
法
二
九

0
条
に
よ
る
具
体
的
な
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
が
存
す
る
場
合
、
た
と
え
ば
国
内
の
非
資

西
ド
イ
ッ
新
商
法
に
よ
る
『
結
合
企
業
』
概
念

二
三
七

（
九
四
九
）



ま
り
、

,

9

 

第
三
九
巻
第
四
•
五
号

（
九
五

0
)

本
会
社
が
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
頂
上
企
業
で
あ
り
、
そ
の
統
一
的
指
揮
の
も
と
に
あ
る
資
本
会
社
自
身
も
さ
ら
に
そ
の
子
企
業
の
親
企
業
で
あ

る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
多
段
階
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
問
題
が
生
じ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
商
法
二
七
一
条
二
項
の
文
言
解
釈

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
企
業
は
、
商
法
二
九
一
条
に
よ
る
免
責
的
効
力
が
現
実
に
存
す
る
と
き
に
の
み

結
合
企
業
関
係
を
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
理
解
は
次
の
よ
う
な
不
合
理
な
結
論
を
導
く
の
で
あ
る
。

右
の
例
の
場
合
、
資
本
会
社
は
ー
ー
商
法
二
九
三
条
に
よ
る
規
模
に
よ
る
免
除
を
無
視
す
れ
ば
ー
ー
＇
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
す

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
頂
上
企
業
は
、
商
法
二
九
一
条
に
よ
る
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
す
る
権
限
を
有

す
る
。
し
か
し
、
こ
の
資
本
会
社
に
少
数
社
員
が
参
加
し
て
い
る
場
合
で
、
そ
の
少
数
社
員
が
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
を
要
求
し
、

あ
る
い
は
そ
の
少
数
社
員
が
免
責
に
同
意
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
頂
上
企
業
は
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
決
算
書
を
作
成
で
き
ず
、
資
本
会
社
の
側
で
は
部
分
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
領
域
に
つ
い
て

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
資
本
会
社
と
そ
の
下
位
の
企
業
は
確
か
に
結
合
企
業
と
み
な

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
連
結
範
囲
に
包
含
さ
れ
る
企
業
と
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
頂
上
企
業
お
よ
び
こ
の
頂
上
企
業
に
よ
っ
て

(
8
)
 

統
一
的
に
指
揮
さ
れ
る
他
の
企
業
と
の
間
に
は
、
結
合
企
業
関
係
は
存
し
な
い
。
つ
ま
り
、
個
別
決
算
書
に
つ
い
て
も
、
結
合
企
業
と
み

な
さ
れ
う
る
の
は
す
べ
て
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
な
の
か
、
そ
れ
と
も
部
分
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
企
業
の
み
な
の
か
は
、
商
法
二
九
三
条
―
―
―

(
9
)
 

項
に
よ
る
少
数
社
員
の
行
動
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
頂
上
に
位
置
す
る
の
が

E
C
域
内
に
住
所
を
有
す
る
外
国
企
業
で
あ
り
、
そ
の
子
企
業
で
あ
る
国
内
資
本
会
社
の
側
で

も
国
内
の
親
企
業
と
し
て
部
分
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
事
例
に
あ
っ
て
も
、
同
様
の
問
題
を
生
ず
る
。
こ
の
場
合
も
や

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
頂
上
企
業
は
、
商
法
二
九
一
条
に
よ
っ
て
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
す
る
権
限
を
有
す
る
。
し
か
し
、

る
義
務
を
負
い
、
ま
た
、

に
よ
れ
ば
、 関

法

免
責
的
効
力
は
阻
止
さ
れ
る
（
商
法
二
九
一
条
一
一
一
項
）
。

つ
ま
り
、

二
三
八



5
 

国
内
の
子
企
業
の
少
数
社
員
が
商
法
二
九
一
条
三
項
に
よ
り
部
分
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
を
要
求
す
る
場
合
に
は
、
免
責
的
効
力

を
阻
止
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
確
か
に
こ
の
部
分
コ
ン
ツ
一
｛
ル
ン
決
算
書
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
す
べ
て
の
企
業
が
商
法
二
七
一
条
ニ

項
に
よ
り
結
合
企
業
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

し
か
し
、

コ
ン

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
頂
上
企
業
は
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
を
「
作
成
し
あ
る

い
は
作
成
で
き
る
こ
と
に
な
る
」
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
頂
上
企
業
お
よ
び
こ
れ
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
他
の
す
べ

(10) 

て
の
国
内
お
よ
び
国
外
の
企
業
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
結
合
企
業
関
係
は
存
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

E
C
域
外
の
親
企
業
の
免
責
的
コ
ソ
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
関
す
る
法
規
命
令

コ
ン
ツ
一
ー
ル
ン
頂
上
企
業
が
そ
の
住
所
を

E
C
域
外
に
有
す
る
場
合
に
も
問
題
が
生
ず
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
頂
上
企
業
が
免
責
的
コ

ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
で
き
る
か
否
か
は
、
商
法
二
九
一
一
条
に
よ
る
法
規
命
令
の
公
布
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
法
規
命
令

が
公
布
さ
れ
な
い
限
り
、

E
C
域
外
に
住
所
を
有
す
る
コ
ソ
ツ
ェ
ル
ン
頂
上
企
業
が
国
内
の
親
企
業
た
る
資
本
会
社
お
よ
び
そ
の
子
企
業

を
組
み
入
れ
て
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
し
た
と
し
て
も
、
商
法
二
九
二
条
に
よ
る
免
責
的
効
力
は
排
除
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、

ツ
ェ
ル
ン
頂
上
企
業
は
商
法
二
九
二
条
に
規
定
さ
れ
た
法
規
命
令
に
対
応
す
る
免
責
的
コ
ン
ツ
ニ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ

え
国
内
資
本
会
社
お
よ
び
そ
の
子
企
業
と
の
関
係
で
は
結
合
企
業
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
、
当
該
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
頂
上
企
業
の
子

企
業
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
国
内
資
本
会
社
の
子
企
業
で
は
な
い
企
業
は
、
こ
の
国
内
資
本
会
社
お
よ
び
そ
の
子
企
業
と
は
結
合
企
業
関

(11) 

係
に
な
い
こ
と
に
な
る
。
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も
っ
と
も
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
の
い
ず
れ
か
の
企
業
の
株
式
ま
た
は
有
価
証
券
が
取
引
所
で
取
引
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
所
定
の
規
模
基

準
値
を
下
回
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
に
つ
い
て
も
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
（
商
法
二
九
三
条
五
項
）
、
以
下
に
述
ぺ
る
よ

う
な
問
題
は
生
じ
な
い
。
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開
示
法
―
一
条
一
項
は
、
人
的
企
業
で
あ
っ
て
も
、
他
の
企
業
を
統
一
的
に
指
揮
し
て
お
り
、
か
つ
、
資
産
総
額
一
億
二
五

0
0万
マ
ル
ク
超
、

年
間
売
上
高
二
億
五

0
0
0万
マ
ル
ク
超
お
よ
び
被
雇
用
者
数
五

0
0
0人
超
の
三
つ
の
基
準
の
う
ち
二
以
上
を
充
足
す
る
企
業
に
つ
い
て
は
、

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
を
要
求
す
る
。
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8

)

商
法

1

一
九
一
条
三
項
に
よ
れ
ば
、
株
式
会
社
ま
た
は
株
式
合
資
会
社
に
つ
い
て
は
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
を
免
除
さ
れ
る
べ
き
部
分
コ

ン
ツ
ェ
ル
ン
の
（
中
間
）
親
企
業
の
持
分
の
百
分
の
一

0
以
上
、
有
限
会
社
に
つ
い
て
は
そ
の
百
分
の
二

0
以
上
を
有
す
る
社
員
は
部
分
コ
ン
ツ

ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
項
一
文
）
。
ま
た
、
親
企
業
が
免
除
さ
れ
る
ぺ
き
中
間
親
企
業
の
持
分
の
百
分
の
九
〇

以
上
を
有
す
る
と
き
は
、
そ
の
他
の
少
数
社
員
の
同
意
を
得
た
場
合
に
限
り
、
親
企
業
は
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
決
算
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で

き
る
（
同
項
二
文
）
。

(

9
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K
r
o
p
f
f

に
よ
れ
ば
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会
計
指
令
法
に
よ
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
は
、
一
九
九

0
年
一
月
一
日
以
降
に

始
ま
る
営
業
年
度
に
つ
い
て
初
め
て
作
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
た
ぶ
ん
そ
の
後
に
商
法
二
九
二
条
に
よ
る
法
規
命
令
が
公
布
さ

ニ
四

0

（
九
五
二
）



西
ド
イ
ッ
新
商
法
に
よ
る
『
結
合
企
業
』
概
念

ニ
四

れ
る
こ
と
に
な
り
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
状
態
は
か
な
り
長
く
続
く
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。

も
っ
ぱ
ら
商
法
二
七
一
条
二
項
の
文
言
を
拠
り
所
に
解
釈
す
る
と
き
は
、
前
節
で
み
た
よ
う
な
事
例
に
お
け
る
企
業
に
つ
い
て
結
合
企

業
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
結
合
企
業
の
範
囲
は
著
し
く
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

問
題
点
の
指
摘
に
対
し
て
は
、
文
言
解
釈
を
重
視
す
る
立
場
に
た
つ
論
者
か
ら
、

ン
決
算
書
の
作
成
可
能
性
を
抽
象
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
多
く
は
解
消
で
き
る
と
の
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
所
説
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
商
法
二
九

0
条
一
項
・
ニ
項
が
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
義
務
を
国
内
に
住
所
を
有
す
る
親
企
業

に
限
定
し
て
い
る
こ
と
自
体
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
大
な
障
害
に
は
な
ら
な
い
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
結
合
企
業
関
係
は
、
商
法
二
七
一
条
ニ

項
に
よ
れ
ば
、
問
題
の
企
業
が
商
法
二
九
一
条
に
よ
り
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
決
算
書
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
あ
る
い
は
商
法
二
九
二
条
に

よ
り
公
布
さ
れ
る
法
規
命
令
に
従
っ
て
組
み
入
れ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
も
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
結
合
企
業
の

範
囲
は
、
商
法
二
九
一
条
に
よ
り
、

E
C
域
内
に
住
所
を
有
す
る
企
業
が
作
成
す
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
可
能
性

の
あ
る
企
業
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
そ
う
し
た
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
が
実
際
に
作
成
さ
れ
る
か
ど
う
か

(
1
)
 

は
結
合
企
業
の
認
定
に
と
っ
て
関
係
が
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
商
法
二
九
二
条
は
、
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
す
る
可
能
性

を
E
C
域
外
に
住
所
を
有
す
る
親
企
業
に
ま
で
拡
大
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
は
当
該
法
規
命
令
が
公
布
さ
れ
て

初
め
て
現
実
の
免
責
的
効
力
を
有
し
う
る
。
し
か
し
、
年
度
決
算
書
に
お
い
て
表
示
す
べ
き
結
合
企
業
の
範
囲
は
、

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算

（
九
五
一
―
-
)

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
な
い
し
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル

第
四
抽
象
的
な
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
に
基
づ
く
結
合
企
業
の
範
囲



以
上
の
よ
う
に
、 第

三
九
巻
第
四
•
五
号

書
に
関
す
る
法
規
命
令
の
公
布
に
依
存
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

一
段
階
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
に
お
け
る
問

ニ
四
二

（
九
五
四
）

E
C
域
外
に
住
所
を
有
す
る
す
べ
て
の
企
業
が
、
擬
制
的

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
最
上
位
の
親
企
業
と
し
た
う
え
で
結
合
企
業
の
範
囲
を
決
定
す
る
適
格
性
を
現
在
す
で
に
有
し
て
い
る
と
い
う

(
2
)
 

の
で
あ
る
。

商
法
二
九
三
条
の
規
模
に
よ
る
免
責
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
商
法
二
七
一
条
二
項
の
規
制
範
囲
に
取
り
込
む
こ
と
を
否
定
す
る
。
な
ぜ

な
ら
、
同
条
項
が
引
用
す
る
商
法
二
九
一
条
一
項
二
文
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
親
企
業
は
そ
の
規
模
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
免
責
的
コ
ン

ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
も
し
同
時
に
商
法
二
九
三
条
所
定
の
規
模
基
準
値
を
充
足
す
る
こ
と
が
結
合

企
業
の
認
定
の
た
め
の
前
提
と
し
て
要
求
さ
れ
る
な
ら
ば
、
右
の
規
制
と
調
和
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
商

法
二
九
―
―
一
条
が
規
定
す
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
の
規
模
に
よ
る
免
除
は
、
こ
れ
を
問
題
視
す
る
考
え
方
に
反
し
て
、
商
法
二
七
一
条

(
4
)
 

二
項
の
意
味
で
の
結
合
企
業
関
係
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
免
責
的
効
力
に
つ
い
て
は
、
部
分
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
親
企
業
に
参
加
す
る
少
数
社
員
は
商
法

二
九
一
条
三
項
に
基
づ
き
そ
の
上
位
の
親
企
業
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
免
責
的
効
力
を
阻
止
で
き
る
が
、
こ
う

し
た
少
数
社
員
の
行
動
に
よ
っ
て
結
合
企
業
の
範
囲
が
縮
小
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
に
免
責
的
効
力
が

阻
止
さ
れ
た
と
し
て
も
、
当
該
上
位
の
親
企
業
が
そ
の
子
企
業
を
組
み
入
れ
て
自
己
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
す
る
可
能
性
は
排

除
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
り
、
商
法
二
七
一
条
二
項
の
適
用
の
可
否
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
作
成
可
能
性
で
十
分
で
あ
る
と

(
5
)
 

い
う
の
で
あ
る
。

に
よ
っ
て
、
前
節
で
み
た
不
合
理
な
結
論
の
多
く
は
回
避
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

関
法

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
あ
る
い
は
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
可
能
性
を
抽
象
的
に
捉
え
る
解
釈
方
法



(

1

)

 

(

2

)

 

題
は
や
は
り
解
消
さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
結
合
企
業
関
係
を
根
拠
づ
け
る
商
法
二
九
一
条
、
二
九
二
条
に
よ
る
免
責
的

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
可
能
性
は
、
下
位
に
位
置
す
る
資
本
会
社
が
自
ら
も
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
を
負
う
こ
と
が
前
提
と

な
っ
て
お
り
、
こ
の
前
提
は
、
資
本
会
社
が
自
身
の
子
企
業
を
有
し
て
い
て
商
法
二
九

0
条
一
項
・
ニ
項
所
定
の
企
業
関
係
の
一
っ
が
存

在
す
る
場
合
に
の
み
充
た
さ
れ
る
。
そ
う
で
な
い
場
合
は
、
共
通
の
親
企
業
が
免
責
し
う
る
は
ず
の
本
来
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
が

存
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
両
者
間
お
よ
び
資
本
会
社
相
互
は
商
法
二
七
一
条
二
項
の
意
味
で
の
結
合
企
業
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に

(
6
)
 

な
る
。
ま
た
、
た
と
え
共
通
の
親
企
業
た
る
人
的
企
業
が
開
示
法
―
一
条
所
定
の
規
模
基
準
値
を
充
足
し
て
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
を

負
う
場
合
で
も
、
商
法
二
七
一
条
二
項
は
か
か
る
義
務
を
そ
の
規
制
範
囲
に
取
り
入
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
こ
の
結
論
に

(
7
)
 

変
わ
り
は
な
い
と
さ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
商
法
二
七
一
条
二
項
の
文
言
を
重
視
す
る
論
者
た
ち
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
結
論
が
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
同
条
項
の
解
釈
方
法
を
根
本
的
に
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
誘
因
と
は
な
り
え
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
商
法
に
よ
る
新
し
い
定
義
が
、
株
式
法
の
そ
れ
と
比
べ
て
結
合
企
業
の
範
囲
を
限
定
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
こ
と
は

(
8
)
 

立
法
過
程
に
お
い
て
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
し
、
そ
も
そ
も
結
合
企
業
概
念
を
連
結
範
囲
に
依
存
さ
せ
る
こ
と
は
E
C
第
七
指
令
四
一
条

(
9
)
 

の
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
か
ら
、

定
の
領
域
に
つ
い
て
は
許
さ
れ
な
い
。
株
式
法
の
視
点
か
ら
み
て
ど
の
み
ち
存
在
す
る
新
規
定
の
不
十
分
さ
を
考
え
れ
ば
、
個
別
事
例
に

(
1
0
)
 

お
け
る
修
正
に
よ
っ
て
は
、
年
度
決
算
書
の
報
告
価
値
は
改
善
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

Zilias, 
a. 
a. 
0., S
.
 
7
0
6
,
 
7
3
5
.
 

B
i
e
n
e
r
/
B
e
r
n
e
k
e
,
 
a. 
a. 
0., 
S
.
 
1
8
9
.
 

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
と
の
関
連
性
を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
会
計
報
告
規

西
ド
イ
ツ
新
商
法
に
よ
る
『
結
合
企
業
』
概
念

ニ
四
三

（
九
五
五
）



関
法

第

五

結

合

企

業

概

念

の

規

制

目

的

と

E
C
第

七

指

令

四

一

条

第
三
九
巻
第
四
・
五
号

(

3

)

 

S
c
h
u
l
t
z
e
 ,
 Osterloh, 
a. 
a. 
0., 
S. 
321. 

(

4

)

 

Zilias, 
a. 
a. 
0., 
S. 
7
1
6
 f.; 
B
i
e
n
e
r
/
B
e
r
n
e
k
e
,
 
a. 
a. 
0. ｀
 
s. 
187. 
も
同
様
に
結
論
づ
け
て
い
る
。

(

5

)

 

Zilias, 
a. 
a. 
0., 
S. 
7
1
7
 f.; 
S
c
h
u
l
t
z
e
-
O
s
t
e
r
l
o
h
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
321. 

(
6
)
N
 
ilias, 
a. 
a. 
0., 
S. 
6
9
4
;
 S
c
h
u
l
t
z
e
-
O
s
t
e
r
l
o
h
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
324. 

(
7
)
N
 
ilias, 
a. 
a. 
0., 
S. 
7
0
9
 f.; 
P
a
n
k
o
w
/
G
u
l
t
i
k
e
,
 a. 
a. 
0., 
R
d
n
.
 3
6
;
 S
c
h
u
l
t
z
e
-
O
s
t
e
r
l
o
h
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
324. 

(

8

)

 

V
g
l
.
 B
e
g
r
i
i
n
d
u
n
g
 z
u
§
2
3
6
 A
b
s
.
 
3
 H
G
B
 i. 
d. 
F. 
d
e
s
 E
n
t
w
u
r
f
 d
e
s
 G
e
s
e
t
z
e
s
 z
u
r
 
D
u
r
c
h
f
i
i
r
u
n
g
 d
e
r
 
7. 
u
n
d
 
d
e
r
 
8. 

Richtlinie, 
B
T
-
D
u
r
c
k
s
.
 
1
0
/
3
4
4
0
,
 
S. 
35. 

そ
こ
で
は
、
新
商
法
の
結
合
企
業
概
念
が
株
式
法
の
そ
れ
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
主
要
な
相
違
は
次
の
点
に
あ
る
。
株
式
法
一
六
条
で
は
過
半
数
持
分
と
過
半
数
議
決
権
の
双
方
が
結
合
企
業
の
メ
ル
ク
マ

ー
ル
と
さ
れ
る
が
、
商
法
の
場
合
は
後
者
の
み
を
規
定
す
る
（
商
法
二
九

0
条
二
項
一
号
）
。
株
式
法
一
七
条
の
意
味
で
の
従
属
性
が
商
法
二
九

0
条
二
項
二
号
・
三
号
所
定
の
支
配
可
能
性
を
基
礎
と
し
て
い
な
い
場
合
、
た
と
え
ば
単
に
人
的
な
い
し
経
済
的
な
従
属
性
に
基
づ
い
て
存
在
す

る
従
属
企
業
に
つ
い
て
は
、
商
法
上
は
結
合
企
業
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
株
式
法
一
九
条
に
い
う
相
互
参
加
企
業
（
各
企
業
が
他
の
企

業
の
持
分
を
そ
の
四
分
の
一
を
超
え
て
所
有
す
る
こ
と
に
よ
り
結
合
す
る
企
業
）
は
、
株
式
法
一
五
条
で
は
結
合
企
業
と
さ
れ
る
が
、
商
法
二
九

0
条
所
定
の
要
件
を
充
足
し
な
い
限
り
商
法
上
の
結
合
企
業
と
は
認
定
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
株
式
法
一
五
条
は
、
株
式
法
二
九
一
条
、
二
九
二
条

に
掲
げ
ら
れ
た
種
々
の
企
業
契
約
（
支
配
契
約
、
利
益
供
出
契
約
、
他
の
企
業
の
た
め
に
す
る
企
業
の
経
営
、
利
益
共
同
関
係
、
一
部
利
益
供
出

契
約
、
経
営
賃
貸
借
お
よ
び
経
営
委
任
契
約
）
に
つ
い
て
結
合
企
業
関
係
を
認
め
る
が
、
商
法
の
場
合
に
は
、
同
法
二
九

0
条
二
項
三
号
の
意
味

で
の
支
配
契
約
以
外
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
企
業
契
約
の
当
事
者
は
結
合
企
業
関
係
に
は
な
い
。

V
gl. 
a
u
c
h
 Bieg, 
a. 
a. 
0., 
R
d
n
.
 4
8
 ff. 

(
9
)
E
C
指
令
自
体
が
結
合
企
業
概
念
を
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
に
関
連
づ
け
て
い
る
と
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
後
述
第
六
3
参
照
。

(
1
0
)
 

S
c
h
u
l
t
z
e
-
O
s
t
e
r
l
o
h
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
325. 

第
三
で
述
べ
た
各
事
例
は
、
も
っ
ぱ
ら
商
法
二
七
一
条
二
項
の
文
言
を
拠
り
所
に
解
釈
し
た
場
合
、
不
合
理
な
結
論
を
導
く
こ
と
を
示

ニ
四
四
（
九
五
六
）



ー

西
ド
イ
ツ
新
商
法
に
よ
る
『
結
合
企
業
』
概
念

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

し
て
い
る
。
ま
た
、
た
と
え
同
条
項
に
い
う
コ
ン
ツ
ニ
ル
ン
会
計
義
務
あ
る
い
は
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
可
能
性
を
抽
象

的
に
把
握
し
た
と
し
て
も
、

一
段
階
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
に
お
け
る
問
題
は
や
は
り
解
消
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

商
法
二
七
一
条
二
項
の
文
言
解
釈
に
よ
れ
ば
、
企
業
間
の
本
来
は
ま
っ
た
く
同
種
の
関
係
が
、

一
定
の
事
情
に
よ
っ
て
結
合
企
業
関
係
と

(
1
)
 

認
定
さ
れ
な
い
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
結
論
は
、
経
営
経
済
学
か
ら
み
て
不
満
足
で
、
規
制
の
目
的
に
合
致
せ

(
2
)

（

3
)
 

ず
、
し
か
も
、
同
条
項
に
お
い
て
転
換
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た

E
C
第
七
指
令
四
一
条
の
内
容
に
も
適
合
し
な
い
と
批
判
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
商
法
二
七
一
条
二
項
の
文
言
を
離
れ
、
結
合
企
業
概
念
の
規
制
目
的
に
従
っ
た
、

結
合
企
業
概
念
の
規
制
目
的

ま
た
、

ニ
四
五

E
C
指
令
四
一
条
に
適
合
す
る
解
釈
が
主

張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
ま
ず
、
結
合
企
業
概
念
の
規
制
目
的
お
よ
び

E
C
指
令
四
一
条
の
規
制
内
容

第
二
1
で
み
た
よ
う
に
、
商
法
は
、
結
合
企
業
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
か
か
る
結
合
企
業
と
の
関
係
を
当
該
年
度
決
算
書
項
目

お
よ
び
附
属
明
細
書
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
確
か
に
、
結
合
企
業
概
念
は
決
算
書
監
査
人
の
資
格
な
ど
に
も
関
連

す
る
。
し
か
し
、
そ
の
主
要
な
目
的
は
結
合
企
業
と
の
財
務
的
な
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
り
、

そ
の
た
め
に
、
商
法
二
七
一
条

(
4
)
 

二
項
は
、
年
度
決
算
書
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
べ
き
結
合
企
業
の
範
囲
を
画
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
商
法
が
結
合
企
業
関
係
を
明
示
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
は
、
結
合
企
業
間
の
関
係
が
か
か
る
関
係
に
な
い
企
業
間
と
は

(
5
)
 

異
な
っ
た
性
格
を
有
し
て
い
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
会
社
が
他
の
企
業
に
対
し
て
一
定
の
影
響
力
を
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
、

ま
た
逆
に
他
の
企
業
の
ほ
う
か
ら
会
社
に
対
し
て
影
響
力
を
行
使
で
き
る
場
合
、
た
と
え
ば
債
権
や
債
務
の
発
生
、

（
九
五
七
）

つ
ま
り
、



2
 

こ
の
よ
う
な
結
合
企
業
関
係
の
開
示
は
、
む
し
ろ
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
か
ら
明
ら
か
に
な
ら
な
い
場
合
に
こ
そ
有
意
義
な
も
の
と
な
る

(10) 

の
で
あ
る
。

E
C
第
七
指
令
四
一
条

(11) 

E
C
指
令
は
、
加
盟
国
の
立
法
機
関
に
対
し
、
指
令
に
沿
っ
た
適
切
な
内
容
の
国
家
法
を
制
定
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、

べ
き
も
の
と
さ
れ
る
の
か
、
理
解
し
が
た
い
と
い
え
よ
う
。

関
法
第
三
九
巻
第
四
・
五
号

（
九
五
八
）

(
6
)
 

弁
済
期
、
利
率
と
い
っ
た
も
の
は
、
そ
う
し
た
影
響
関
係
に
な
い
企
業
間
の
通
常
の
条
件
と
は
乖
離
し
て
設
定
さ
れ
う
る
。
信
用
供
与
や

債
務
の
支
払
延
期
は
、
結
合
企
業
間
に
お
い
て
は
容
易
に
行
わ
れ
よ
う
し
、
貸
付
は
し
ば
し
ば
低
利
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
無
利
息
で
な

(
7
)
 

さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
商
品
の
供
給
や
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
に
つ
い
て
の
清
算
価
格

(
V
e
r
r
e
c
h
n
u
n
g
s
p
r
e
i
s
)

の
設
定
が
、
支
配
企
業
の

(
8
)
 

指
図
に
よ
り
、
利
益
や
損
失
を
結
合
企
業
間
の
他
の
企
業
に
移
転
す
る
形
で
行
わ
れ
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
常
と
は
異
な
る
特
性
を
有

す
る
と
考
え
ら
れ
る
決
算
書
項
目
を
他
と
区
別
し
て
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
う
し
た
企
業
間
の
財
務
的
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
必
要

が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
決
算
書
項
目
の
重
要
性
は
、
商
法
二
六
七
条
二
項
所
定
の
中
規
模
会
社
に
対
す
る
開
示
義
務
の
軽
減
が
、

結
合
企
業
関
係
に
係
る
決
算
書
項
目
に
つ
い
て
は
商
法
一
＝
二
七
条
一
号
に
よ
り
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
強
調
さ
れ
る
こ
と
に

(
9
)
 

な
る
。結

合
企
業
概
念
を
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
へ
の
組
入
義
務
に
関
連
さ
せ
る
場
合
に
は
、

る
企
業
に
つ
い
て
の
み
結
合
企
業
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
右
に
述
べ
た
規
制
目
的
か
ら
す
れ
ば
、

企
業
間
の
財
務
的
関
係
に
つ
き
、

コ
ソ
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
連
結
範
囲
に
含
ま
れ

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン

ど
う
し
て
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
で
開
示
さ
れ
る
場
合
に
の
み
個
別
決
算
書
に
お
い
て
も
開
示
さ
れ
る

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
従
属
企
業
の
少
数
社
員
お
よ
び
債
権
者
の
利
益
を
考
え
れ
ば
、

ニ
四
六



範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

結
合
企
業
関
係
に
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

商
法
二
七
一
条
二
項
は
こ
の
義
務
に
従
っ
て
E
C
第
七
指
令
四
一
条
が
国
内
法
に
転
換
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
条
項
の

解
釈
に
際
し
て
は
、
指
令
四
一
条
を
参
照
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
、
国
内
法
化
さ
れ
た
も
の
に
欠
陥
が
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

(12) 

む
し
ろ
指
令
に
遡
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
指
令
の
規
制
内
容
は
、
国
内
法
の
解
釈
の
た
め
に
も
明
ら
か
に
さ
れ

指
令
四
一
条
一
項
は
、
結
合
企
業
の
意
義
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
定
め
る
。

ニ
四
七

「
第
一
条
第
一
項

a
号、

b
号
お
よ
び
d
号
bb
に
い
う
関
係
が
存
す
る
各
企
業
、
な
ら
び
に
こ
れ
ら
の
企
業
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
と

(13) 

右
の
関
係
が
存
す
る
そ
の
他
の
企
業
は
、

7
8
/
6
6
0
/
E
E
C

(
E
C
第
四
指
令
）
お
よ
び
本
指
令
の
意
味
で
の
結
合
企
業
で
あ
る
。
」

前
段
に
掲
げ
ら
れ
た
指
令
一
条
一
項

a
号
は
あ
る
企
業
が
他
の
企
業
の
株
主
ま
た
は
社
員
と
し
て
そ
の
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
場

合、

b
号
は
あ
る
企
業
が
他
の
企
業
の
管
理
機
関
、
指
揮
機
関
ま
た
は
監
督
機
関
の
構
成
員
の
過
半
数
を
選
任
ま
た
は
解
任
す
る
権
利
を

有
し
、

か
つ
同
時
に
当
該
他
企
業
の
株
主
ま
た
は
社
員
で
あ
る
場
合
、

d
号
bb
は
あ
る
企
業
が
他
の
企
業
の
株
主
ま
た
は
社
員
で
あ
り
、

か
つ
当
該
他
企
業
に
お
け
る
株
主
ま
た
は
社
員
と
の
約
定
に
基
づ
き
、
単
独
で
当
該
他
企
業
に
お
け
る
株
主
ま
た
は
社
員
の
議
決
権
の
過

半
数
を
支
配
す
る
場
合
を
い
い
、
そ
れ
ぞ
れ
商
法
二
九

0
条
二
項
一
号

t-―
一
号
（
同
条
三
項
二
文
を
含
む
）
に
転
換
さ
れ
た
。
後
段
は
、

あ
る
共
通
の
親
企
業
の
子
企
業
も
結
合
企
業
で
あ
り
、
孫
企
業
も
相
互
に
、

さ
ら
に
、
指
令
四
一
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
加
盟
国
が
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
に
関
す
る
他
の
基
準
も
採
用
す
る
場
合
に
は
、
結
合
企
業
の

「
加
盟
国
が
第
一
条
一
項

c
号、

d
号

aa
、
第
一
条
二
項
、

西
ド
イ
ツ
新
商
法
に
よ
る
『
結
合
企
業
』
概
念

る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
か
か
る
範
囲
に
あ
る
す
べ
て
の
他
の
企
業
と
も
同
様
に

ま
た
は
第
一
―
一
条
一
項
に
基
づ
く
連
結
計
算
書
類
の
作
成
義
務
を
課
し

（
九
五
九
）



関
法
第
三
九
巻
第
四
・
五
号

て
い
る
場
合
に
は
、
右
各
条
項
に
い
う
関
係
の
存
す
る
各
企
業
、
お
よ
び
こ
れ
ら
の
企
業
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
と
右
の
関
係
ま
た
は

第
一
項
に
い
う
関
係
が
存
す
る
そ
の
他
の
企
業
も
、
第
一
項
に
い
う
結
合
企
業
で
あ
る
。
」

指
令
一
条
一
項

c
号
は
、
あ
る
企
業
が
他
の
企
業
と
締
結
す
る
契
約
ま
た
は
他
の
企
業
の
定
款
に
よ
り
、
株
主
ま
た
は
社
員
と
し
て
参

(14) 

加
し
て
い
る
当
該
他
企
業
に
対
し
て
支
配
的
影
響
力
を
行
使
す
る
権
利
を
有
す
る
場
合
を
い
い
、
ま
た
、
同
条
二
項
は
、
あ
る
企
業
が
他

の
企
業
に
対
し
参
加
的
持
分
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
支
配
的
影
響
力
を
現
実
に
行
使
し
て
い
る
場
合
（
同
項

a
号
）
ま
た
は
当

該
企
業
お
よ
び
従
属
企
業
が
当
該
企
業
の
統
一
的
指
揮
に
服
し
て
い
る
場
合
（
同
項
b
号
）
を
い
い
、
前
者
は
商
法
二
九

0
条
二
項
三
号

に
よ
り
、
後
者
の

b
号
は
商
法
二
九

0
条
一
項
に
よ
っ
て
転
換
さ
れ
た
。
指
令
一
条
一
項
d
号

aa
（
あ
る
企
業
が
他
の
企
業
の
株
主
ま
た

は
社
員
で
あ
り
、
当
該
他
企
業
の
管
理
機
関
等
の
構
成
員
の
過
半
数
を
、
も
っ
ぱ
ら
当
該
企
業
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
の
み
に
よ
り
選
任

し
て
い
る
場
合
）
、
同
一
条
二
項

a
号
お
よ
び
―
二
条
一
項
（
並
列
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
場
合
）
は
国
内
法
に
は
転
換
さ
れ
な
か
っ
た
。

(15) 

指
令
四
一
条
三
項
の
選
択
権
は
、
会
計
指
令
法
に
お
い
て
は
行
使
さ
れ
な
か
っ
た
。
指
令
四
一
条
四
項
は
同
二
条
お
よ
び
三
条
二
項
を

準
用
し
て
い
る
が
、
前
者
は
議
決
権
の
算
定
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
商
法
二
九

0
条
三
項
・
四
項
に
よ
っ
て
転
換
さ
れ
た
。
ま
た
、
指

(16) 

令
―
―
一
条
二
項
の
算
入
規
定
も
結
合
企
業
の
定
義
に
適
用
さ
れ
、
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
あ
る
子
企
業
の
子
企
業
は
同
時
に
そ
の
親
企
業
の

子
企
業
と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
指
令
四
一
条
五
項
は
、
非
資
本
会
社
の
法
形
態
で
指
令
四
条
二
項
に
よ
り
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
を
有
し
な
い
企
業
に
つ

い
て
、
た
と
え
そ
の
子
企
業
が
資
本
会
社
で
あ
る
と
き
も
、
結
合
企
業
と
認
定
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
旨
の
選
択
権
を
加
盟
国
に
与
え
て

(17) 

い
る
。以

上
に
よ
っ
て

E
C
指
令
は
、
結
合
企
業
概
念
を
定
義
す
る
。
基
本
的
な
定
義
を
定
め
て
い
る
の
は
指
令
四
一
条
一
項
・
ニ
項
で
あ
る

ニ
四
八

（
九
六
0
)



が、

K
r
o
p
f
f
や

A
d
l
e
r
/
D
u
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
 

企
業
間
の
関
係
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
合
企
業
概
念
を
定
義
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

(18) 

務
や
組
入
義
務
あ
る
い
は
免
責
要
件
と
い
っ
た
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
解
し
て
い
る

U

作
成
可
能
性
を
考
慮
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
そ
の
成
立
史
か
ら
も
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
は
、

E
C

(19)

（

20) 

第
七
指
令
の
原
始
提
案
お
よ
び
変
更
提
案
の
五
条
か
ら
発
展
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
原
始
提
案
五
条
に
つ
い
て
の
理
由
書

「
『
結
合
企
業
』

と
い
う
概
念
は
、
企
業
間
の
一
連
の
さ
ま
ざ
ま
な
結
合
関
係
を
包
含
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
関
係
は
す
べ
て
、

(21) 

種
々
の
視
点
か
ら
み
て
個
別
決
算
書
に
も
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
も
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
密
接
な
も
の
で
あ
る
」
と

(22) 

し
て
い
た
。
変
更
提
案
に
お
い
て
も
、
そ
の
理
由
書
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
企
業
結
合
の
種
類
に
従
っ
て
結
合
企
業
関
係
を
定
め
て
い
た
。
こ

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
義
務
や
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
可
能
性
は
問
題

(23) 

に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(

1

)

 

(

2

)

 

(

3

)

 

(

4

)

 

(

5

)

 

(
6
)
 

(

7

)

 

(

8

)

 

れ
ら
に
お
い
て
も
や
は
り
、

ま、
,9,
．
 な

お
、
指
令
四
一
条
が
結
合
企
業
概
念
の
定
義
に
つ
い
て
、

ニ
四
九
（
九
六
一
）

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
義
務
や
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の

コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
決
算
書
の
具
体
的
な
作
成
義

ま、
'
,
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西
ド
イ
ツ
新
商
法
に
よ
る
『
結
合
企
業
』
概
念

こ
の
両
項
が
も
っ
ぱ
ら
商
法
二
九

0
条
一
項
・
ニ
項
に
転
換
さ
れ
て
い
る
よ
う
な



関
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第
三
九
巻
第
四
•
五
号

(

9

)

 

Kropff, 
a. 
a. 
0., 
S. 3
6
4
.
 

(
1
0
)
 

Kropff, 
a. 
a. 
0. `
 
s. 
3
6
7
.
 

(
1
1
)
 

Lutter, 
Europiiisches 
Gesellschaftsrecht, 
N
 GR
-
S
o
n
d
e
r
h
e
f
t
 1
 `
 
2
.
 
Aufl., 1
9
8
4
,
 
S. 
3
,
 
6
.
 

(
1
2
)
 

U
l
m
e
r
,
 
Begriffsvielfalt 
i
m
 R
e
c
h
t
 d
e
r
 v
e
r
b
u
n
d
e
n
e
n
 
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
n
 als 
F
o
l
g
e
 
d
e
s
 
Bilanzrichtlienien-Gesetzes, 
in :
 

Festschrift 
fur 
R
.
 Goerdeler, 1
9
8
7
,
 
S. 
6
4
6
;
 
Lutter, 
a. 
a. 
0., 
S. 2
0
;
 
Leffson, T
r
a
n
s
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 Einfliisse a
u
f
 d
a
s
 d
e
u
t
s
c
h
e
 

Bilanzrecht, 
in: 
Festschrift 
fur K• 

v. 
W
y
s
o
c
k
i
,
 1
9
8
5
,
 
S. 
6
.
 

(
1
3
)
E
C
第
七
指
令
の
訳
出
に
つ
い
て
は
、
山
口
幸
五
郎
・
山
口
賢
・
清
原
泰
司
「
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
計
算
書
類
に
関
す
る
E
C
指
令
に
つ
い
て
①

i

⑱
」
阪
大
法
学
一
＝
三
号
（
一
九
八
四
）
―
-
三
九
頁
以
下
を
参
照
し
た
。

(
1
4
)
E
C
指
令
一
条
一
項

c
号
で
は
、
但
書
に
お
い
て
、
加
盟
国
は
親
企
業
が
子
企
業
の
株
主
ま
た
は
社
員
で
あ
る
旨
を
定
め
る
こ
と
を
要
し
な
い

も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
西
ド
イ
ツ
の
立
法
者
は
、
こ
の
選
択
権
を
行
使
し
た
。

(
1
5
)

指
令
四
一
条
三
項
は
、
加
盟
国
は
、
指
令
一
条
一
項
c
号
も
し
く
は
d
号

aa
、
一
条
二
項
ま
た
は
一

1

一
条
一
項
に
基
づ
く
連
結
計
算
書
類
の
作

成
義
務
を
課
し
て
い
な
い
場
合
に
も
、
指
令
四
一
条
二
項
の
適
用
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

(
1
6
)

指
令
三
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
子
企
業
の
す
べ
て
の
子
企
業
は
、
同
条
一
項
に
よ
り
連
結
す
べ
き
子
企
業
の
頂
点
に
位
置
す
る
親
企
業
の
子
企
業

と
み
な
さ
れ
る
。

(

1

7

)

こ
の
選
択
権
を
西
ド
イ
ツ
の
立
法
者
が
行
使
し
た
の
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
立
法
関
係
資
料
か
ら
は
、
そ
の
形
跡
は
伺
わ

れ
な
い
と
い
う
。

V
g
l
.
A
d
l
e
r
/
D
u
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 a. 
a. 
0., 
T
z
.
 5
6
.
 

な
お
、
指
令
四
一
条
五
項
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
後
述
参
照
。

(
1
8
)

ぞ
opff,
a. 
a. 
0., 
S. 
3
6
6
;
 
A
d
l
e
r
/
D
u
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 a. 
a. 
0., 
T
z
.
 4
7
,
 
5
1
.
 

(
1
9
)
 

V
o
r
s
c
h
l
a
g
 fur e
i
n
e
 siebente Richtlinie d
e
s
 R
a
t
e
s
 a
u
f
g
r
u
n
d
 v
o
n
 Artikel 5
4
 A
b
s
.
 3
 
Buchst. 
g
)
 
d
e
s
 
E
W
G
-
V
e
r
t
r
a
g
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iiber 
d
e
n
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o
m
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.
 
4
.
 
1
9
7
6
,
 
A
B
I
E
G
 N
r
.
 
C
 1
2
1
 
v
o
m
 2.
 
6
.
 
1
9
7
6
,
 
S. 
2
.
 

(
2
0
)
 

Geiinderter V
o
r
s
c
h
l
a
g
 e
i
n
e
r
 s
i
e
b
e
n
t
e
n
 Richtlinie 
d
e
s
 R
a
t
e
s
 n
a
c
h
 Artikel 5
4
 A
b
s
.
 3
 
Buchst. 
g
)
'
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e
s
 E
W
G
-
V
e
r
t
r
a
g
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巳
召
r
d
e
n
 Konzernabschlu.13 
v
o
m
 1
2
.
 
1
2
.
 
1
9
7
8
,
 
A
B
I
E
G
 N
r
.
 
C
 1
4
 v
o
m
 1
7
.
 
1
.
 
1
9
7
9
,
 
S. 
2
.
 

(
2
1
)
 

B
i
e
n
e
r
 /S
c
h
a
t
z
m
a
n
n
,
 
K
o
n
z
e
r
nー

R
e
c
h
n
u
n
g
s
l
e
g
u
n
g
,
7
.
 
E
G
-
R
i
c
h
t
l
i
n
i
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(Konzernbilanzrichtlinie), 
1
9
8
3
,
 
S. 
1
4
5
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(
2
2
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B
i
e
n
e
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S
c
h
a
t
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m
a
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,
 a. 
a. 
0., 
S. 
145£. 

二
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Kropff, 
a. 
a. 
0., 
S. 
3
6
6
;
 
A
d
l
e
r
/
D
i
i
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 
a. 
a. 
0., 
T
z
.
 4
9
.
 

結
合
企
業
概
念
の
規
制
目
的
お
よ
び
E
C
第
七
指
令
四
一
条
の
規
制
内
容
を
上
述
の
よ
う
に
理
解
し
た
場
合
、
結
合
企
業
概
念
を
コ
ン

ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
義
務
な
い
し
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
可
能
性
に
関
連
さ
せ
る
の
は
無
意
味
だ
と
い
う
こ
と
に
な

結
合
企
業
概
念
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
他
の
企
業

を
統
一
的
に
指
揮
し
て
お
り
か
つ
参
加
的
持
分
を
有
し
て
い
る
企
業
と
当
該
他
企
業
と
の
間
、
ま
た
は
、
③
他
の
企
業
に
お
け
る
議
決
権

の
過
半
数
を
有
し
も
し
く
は
商
法
二
九

0
条
二
項
二
号
ま
た
は
三
号
に
基
づ
く
権
利
を
有
す
る
企
業
と
当
該
他
企
業
と
の
間
、

(
1
)
 

業
関
係
が
存
す
る
。

A
d
l
e
r/
D
u
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z

も

K
r
o
p
f
f

と
同
様
、

に
適
合
す
る
解
釈
の
方
向
を
示
す
が
、
そ
の
論
証
は
き
わ
め
て
詳
細
で
あ
る
。

子
関
係
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
議
論
の
余
地
が
な
く
、
ま
た
、
共
通
の
親
企
業
の
子
企
業
相
互
が
結
合
企
業
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
も
異
論
は
な
い
。
残
る
問
題
は
、
同
条
項
が

E
C
指
令
を
背
景
に
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
義
務
お
よ
び
上
位
の
企
業
の
コ
ン
ツ

(
2
)
 

ェ
ル
ン
決
算
書
に
よ
る
免
責
可
能
性
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
が
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。

西
ド
イ
ッ
新
商
法
に
よ
る
『
結
合
企
業
』
概
念

と
こ
ろ
で
、
指
令
四
一
条
一
項
・
ニ
項
の
規
定
か
ら
は
指
令
一
条
、

A
d
l
e
r
 /D
u
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z

の
見
解
に
よ
れ
ば
、

1
 
A
d
l
e
r
/
D
u
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z

の
見
解

る。

K
r
o
p
f
f

は
こ
う
し
た
見
解
に
立
っ
て
、

(

2

3

)

 

第
六

ま
ず
、

E
C
指
令
に
適
合
す
る
解
釈

二
五

（
九
六
一
―
-
）

コ
ン
ツ
ェ

に
結
合
企

E
C
指
令
の
規
制
内
容
お
よ
び
結
合
企
業
概
念
の
規
制
目
的

商
法
二
七
一
条
二
項
の
結
合
企
業
概
念
が
商
法
二
九

0
条
の
意
味
で
の
親

つ
ま
り
は
商
法
二
九

0
条
の
意
味
で
の
親
子
企
業
は
、



第
三
九
巻
第
四
・
五
号

二
五
二

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
が

ル
ソ
決
算
書
の
具
体
的
な
作
成
義
務
な
い
し
組
入
義
務
と
は
無
関
係
に
結
合
企
業
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
指
令
一

条
の
親
子
関
係
は
E
C
域
内
の
国
境
を
越
え
て
存
在
す
る
か
ら
、

E
C
域
内
に
住
所
を
有
す
る
外
国
資
本
会
社
の
子
企
業
で
あ
る
国
内
資

(
3
)
 

本
会
社
も
結
合
企
業
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
指
令
一
条
は
加
盟
国
に
選
択
権
を
与
え
て
い
る
た
め
、
他
の

E
C
加
盟
国
が

ド
イ
ッ
商
法
二
九

0
条
と
は
異
な
る
親
子
関
係
を
規
定
す
る
場
合
が
生
ず
る
。
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
は
統
一
的
指
揮
基
準
を
採
用
し
な

(
4
)
 

い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
に
住
所
を
有
す
る
資
本
会
社
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
基
準
を
充
た
す
こ
と
な
く
ド
イ
ツ
の
資
本
会
社
を
統
一
的

に
指
揮
す
る
場
合
、
親
子
関
係
の
判
断
は
イ
ギ
リ
ス
法
と
ド
イ
ッ
法
の
ど
ち
ら
を
基
準
に
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
結
合
企
業
の
定
義

(
5
)
 

も
当
該
外
国
法
の
連
結
規
定
に
連
動
す
る
と
の
見
解
に
従
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
資
本
会
社
と
ド
イ
ツ
の
資
本
会
社
は
結
合
企
業
で
は
な
い

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
指
令
四
一
条
の
結
合
企
業
概
念
の
定
義
に
と
っ
て
は
、
年
度
決
算
書
を
作
成
す
べ
き
資
本
会
社
が
住
所
を
有
す

る
加
盟
国
の
法
に
よ
っ
て
連
結
義
務
の
要
件
と
さ
れ
て
い
る
企
業
間
の
関
係
が
決
め
手
と
な
る
こ
と
を
前
提
に
す
れ
ば
、
右
の
場
合
、
結

合
企
業
で
あ
る
か
ど
う
か
は
ド
イ
ツ
の
資
本
会
社
に
つ
い
て
は
ド
イ
ツ
法
の
視
点
か
ら
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の

(
6
)
 

よ
う
に
解
し
て
こ
そ
、
結
合
企
業
概
念
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
た
目
的
に
合
致
す
る
。

さ
ら
に
、
国
内
資
本
会
社
が
子
企
業
を
有
し
な
い
た
め
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
す
る
必
要
が
な
く
、
そ
の
結
果
、
外
国
親
企
業

の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
が
商
法
二
九
一
条
一
項
所
定
の
免
責
的
効
力
を
有
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
も
、

E
C
域
内
の
外
国
資
本
会
社
の

子
企
業
で
あ
る
国
内
資
本
会
社
は
、
結
合
企
業
と
し
て
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

内
に
お
け
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
と
い
う
も
の
は
、
結
合
企
業
の
認
定
の
た
め
の
要
件
と
し
て
妥
当
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
商
法
が
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
お
よ
び
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
免
責
可
能
性
を
指
示
し
て
い
る
の
は
、

国
境
を
越
え
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

関
法

「
第
二
節
に
従
っ
た
」
国

そ
の
頭
上
に
位
置
す
る
親
企
業
の
す
べ
て
の
子
企
業
が
相
互
に
結
合
企
業
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
、

（
九
六
四
）



と
っ
て
は
、

(
7
)
 

と
い
う
意
味
で
し
か
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。

（
九
六
五
） 結

合
企
業
と
は
、
当

な
お
、
指
令
四
一
条
五
項
も
、
具
体
的
な
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
を
結
合
企
業
の
認
定
の
た
め
の
要
件
と
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い

と
さ
れ
る
。
こ
の
規
定
は
、
資
本
会
社
が
親
企
業
で
あ
る
場
合
に
限
っ
て
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
を
義
務
づ
け
る
加
盟
国
に
あ
っ
て
は
、
他

の
法
形
態
の
親
企
業
を
結
合
企
業
の
範
囲
か
ら
除
外
で
き
る
も
の
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
除
外
に
よ
っ
て
、
資
本
会
社
で
あ
る

子
企
業
相
互
も
結
合
企
業
で
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
商
法
二
七
一
条
一
一
項
の
文
言
解
釈

一
段
階
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
に
お
い
て
は
、
非
資
本
会
社
の
法
形
態
の
親
企
業
だ
け
で
な
く
、
か
か
る
親
企
業
と
親
子
関
係
に

(
8
)
 

あ
る
資
本
会
社
を
も
結
合
企
業
の
範
囲
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
、
商
法
二
九
一
条
一
項
二
文
に
よ
れ
ば
、
も
し
資
本
会
社

で
あ
れ
ば
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
す
べ
て
の
企
業
が
そ
の
法
形
態
や
規
模
の
如
何
を
問
わ
ず
親
企
業
で

あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
人
的
会
社
が
資
本
会
社
の
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
資
本
会
社
と

し
て
の
親
企
業
で
あ
れ
ば
商
法
二
九

0
条
二
項
一
号
に
よ
り
右
の
資
本
会
社
を
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
義
務
づ
け

(
9
)
 

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
両
企
業
は
親
子
企
業
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
内
に
お
い
て
人
的
会
社
が
最
上
位
の
親
企

業
と
な
っ
て
い
る
事
例
に
お
い
て
も
、
こ
の
人
的
会
社
と
そ
の
子
企
業
は
商
法
二
七
一
条
二
項
の
意
味
で
の
結
合
企
業
で
あ
る
と
い
う
前

(10) 

提
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
甚
本
的
な
理
解
か
ら
、

A
d
l
e
r
/
D
u
r
i
n
廻
S
c
h
m
a
l
t
z

は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

該
企
業
間
に
親
子
関
係
が
存
す
る
企
業
お
よ
び
子
企
業
相
互
で
あ
る
。
子
企
業
の
子
企
業
も
親
企
業
の
子
企
業
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
、
結

合
企
業
の
範
囲
は
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
頂
上
に
位
置
す
る
親
企
業
お
よ
び
そ
の
子
企
業
の
す
べ
て
に
拡
大
さ
れ
る
。
ま
た
、
結
合
企
業
概
念
に

コ
ソ
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
が
存
す
る
か
ど
う
か
、
上
位
の
企
業
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
が
免
責
的
効
力
を
有
す
る
か
ど
う

西
ド
イ
ッ
新
商
法
に
よ
る
『
結
合
企
業
』
概
念

か
ら
す
れ
ば
、

す
な
わ
ち
、

二五一――



第
三
九
巻
第
四
・
五
号

か
、
あ
る
い
は
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
が
実
際
に
作
成
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
あ
る
企
業
が
連
結
範
囲
に
組

(11) 

み
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
組
入
選
択
権
や
組
入
禁
止
の
可
能
性
と
い
っ
た
こ
と
も
関
係
な
い
。

結
合
企
業
概
念
を
右
の
よ
う
に
解
す
る
と
き
は
、
第
三
で
み
た
各
事
例
の
問
題
点
は
、
以
下
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
商
法
二
九

0
条
に
よ
り
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
を
負
う
国
内
の
最
上
位
の
親
企
業
が
商
法
二
九
三
条
の
規
模
基
準
値
を
下
回

る
た
め
そ
の
義
務
を
免
除
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
義
務
は
問
題
に
な
ら
な
い
か
ら
、
こ

(12) 

の
親
企
業
と
子
企
業
な
ら
び
に
子
企
業
相
互
は
商
法
二
七
一
条
二
項
の
意
味
で
の
結
合
企
業
で
あ
る
。

一
段
階
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
に
お
い
て
、

E
C
域
内
に
住
所
を
有
す
る
外
国
資
本
会
社
が
国
内
資
本
会
社
の
過
半
数
議
決
権
を
有
す

る
場
合
、
こ
れ
ら
企
業
は
指
令
一
条
一
項
の
意
味
で
の
親
子
企
業
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
両
企
業
は
指
令
四
一
条
一
項
の
意
味
で
の
結
合

企
業
で
あ
る
。
こ
の
認
定
に
と
っ
て
も
商
法
に
よ
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
具
体
的
な
作
成
義
務
は
無
関
係
で
あ
る
か
ら
、
商
法
二
九

一
条
に
よ
る
国
内
資
本
会
社
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
の
免
責
可
能
性
が
考
慮
さ
れ
な
い
こ
と
も
ま
た
問
題
に
な
ら
な
い
。
商
法
二
七

一
条
二
項
に
お
け
る
同
二
九
一
条
の
指
示
は
、

E
C
指
令
四
一
条
の
強
行
的
な
定
義
に
対
す
る
制
限
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
は
許

(13) 

さ
れ
な
い
か
ら
、
こ
の
場
合
も
国
内
お
よ
び
外
国
の
資
本
会
社
は
商
法
二
七
一
条
二
項
の
意
味
で
の
結
合
企
業
で
あ
る
。

E
C
域
内
の
非
資
本
会
社
た
る
外
国
企
業
が
国
内
資
本
会
社
の
過
半
数
議
決
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
た
と
え
そ
の
外
国
企
業
が

住
所
を
有
す
る
加
盟
国
の
法
が
指
令
四
一
条
五
項
の
選
択
権
を
行
使
し
て
非
資
本
会
社
を
結
合
企
業
の
範
囲
か
ら
除
外
し
て
い
て
も
、
そ

の
こ
と
は
国
内
資
本
会
社
が
当
該
外
国
企
業
と
の
関
係
を
結
合
企
業
関
係
と
し
て
表
示
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
ま
で
意
味
す
る
わ

次
に
、

2

個
別
問
題
の
解
決

関
法

二
五
四

（
九
六
六
）



西
ド
イ
ッ
新
商
法
に
よ
る
『
結
合
企
業
』
概
念

二
五
五

（
九
六
七
）

(14) 

け
は
で
な
い
。
そ
の
よ
う
に
解
さ
な
け
れ
ば
、
国
内
資
本
会
社
ま
で
そ
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
同
様
な
理
由
か

ら、

E
C
域
外
に
住
所
を
有
す
る
親
企
業
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
法
の
基
準
に
よ
る
親
子
関
係
が
充
足
さ
れ
て
い
る
限
り
、
国

内
資
本
会
社
の
視
点
か
ら
は
結
合
企
業
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
指
令
四
一
条
一
項
を
考
慮
し
た
商
法
二
七
一
条
二
項
の
意
味
内
容
か
ら
は
、

(15) 

子
企
業
相
互
も
ま
た
結
合
企
業
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

国
内
の
人
的
会
社
と
資
本
会
社
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
開
示
法
―
一
条
は
、
同
条
所
定
の
規
模
基
準
値
を
充
足
す
る
人
的
企
業
が
資

(16) 

本
会
社
に
対
し
て
統
一
的
指
揮
を
行
使
す
る
場
合
に
の
み
、
当
該
人
的
企
業
に
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
を
義
務
づ
け
る
。
し
か
し
、

結
合
企
業
関
係
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
商
法
に
よ
る
具
体
的
な
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
義
務
や
免
責
可
能
性
と
い
っ
た
こ
と
は
問

題
に
な
ら
ず
、
む
し
ろ
二
九

0
条
で
規
定
さ
れ
た
企
業
間
の
関
係
が
判
断
基
準
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
両
会

社
間
に
商
法
二
九

0
条
二
項
所
定
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
関
係
が
存
す
る
と
き
も
、
開
示
法
―
一
条
は
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
を
要
求

(17) 

し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
結
合
企
業
関
係
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
。

多
段
階
コ
ン
ツ
ニ
ル
ン
に
つ
い
て
は
、
商
法
二
九
一
条
が
免
責
的
コ
ソ
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
可
能
性
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
頂
上
に
位
置
す
る
企
業
を
資
本
会
社
と
擬
制
す
れ
ば
商
法
二
九

0
条
の
意
味
で
の
親
企
業
と
さ
れ
う
る
場
合
に
は
、
そ
の

(18) 

法
形
態
お
よ
び
規
模
を
問
わ
ず
に
結
合
企
業
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
資
本
会
社
が
他
の
企
業
と
の
関
係
で
親
企
業
で
あ
り
、

他
方
、
こ
の
資
本
会
社
に
対
し
て
人
的
会
社
が
統
一
的
指
揮
を
行
使
し
て
い
る
（
あ
る
い
は
人
的
会
社
が
商
法
二
九

0
条
二
項
所
定
の
法

的
地
位
を
有
す
る
）
と
い
う
事
例
に
お
い
て
、
こ
の
人
的
会
社
と
の
関
係
に
お
い
て
商
法
二
九

0
条
に
い
う
子
企
業
と
み
な
さ
れ
う
る
す

(19) 

べ
て
の
企
業
が
相
互
の
関
係
に
お
い
て
も
結
合
企
業
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

最
上
位
の
国
内
親
企
業
の
上
位
に
位
置
す
る
外
国
資
本
会
社
が
他
の

E
C
加
盟
国
に
住
所
を
有
す
る
と
き
、
こ
の
外
国
資
本
会
社
が
ド
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九
巻
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イ
ツ
国
内
の
親
企
業
お
よ
び
そ
の
子
企
業
を
連
結
範
囲
に
組
み
入
れ
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
商
法
二
九
一

条
一
項
二
文
に
よ
れ
ば
、
そ
の
つ
ど

E
C
第
七
指
令
に
適
合
す
る

E
C
加
盟
国
法
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
外
国

会
社
が
ド
イ
ツ
国
内
の
親
企
業
を
統
一
的
に
指
揮
し
て
い
る
だ
け
で
、
指
令
一
条
一
項
所
定
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
基
準
を
充
足
し
な
い
場
合

に
あ
っ
て
、
当
該
加
盟
国
法
が
統
一
的
指
揮
基
準
を
採
用
し
て
い
な
い
と
き
は
、
ド
イ
ツ
国
内
の
親
企
業
お
よ
び
そ
の
子
企
業
は
当
該
外

(20) 

国
会
社
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
結
合
企
業
概
念
の
定
義
に
と
っ
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
ド
イ
ッ
法
に
お

つ
ま
り
商
法
二
九

0
条
所
定
の
関
係
が
判
断
基
準
と
な
る
か
ら
、
右
の
事
例
の
場
合
も
、
両
者

(21) 

問
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
企
業
相
互
を
含
め
て
、
結
合
企
業
関
係
が
存
在
す
る
。

E
C
域
外
に
住
所
を
有
す
る
上
位
の
親
企
業
に
つ
い
て
も
、
商
法
二
七
一
条
二
項
の
意
味
で
の
結
合
企
業
の
定
義
を
考
慮
す
れ
ば
、
右

的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
と
し
て
承
認
さ
れ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
は
法
律
上
問
題
に
な
ら
ず
、
商
法
二
九

0
条
所
定
の
関
係
が
判
断
基
準

(22) 

と
な
る
の
で
あ
る
。

若
干
の
検
討

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
が
作
成
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
免
責

E
C
指
令
お
よ
び
規
制
目
的
に
適
合
す
る
解
釈
は
、
第
三
で
み
た
す
べ
て
の
事
例
に
つ
い
て
不
合
理
な
結
論
を
回
避
し
、
妥
当
な
解
決

を
図
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
商
法
二
七
一
条
二
項
の
文
言
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
多
く
の
批
判
が

ま
ず
は
、

K
r
o
p
f
f

ら
の
解
釈
は
許
容
さ
れ
る
法
解
釈
の
限
界
を
超
え
て
お
り
、

加
え
ら
れ
て
い
る
。

3
 

の
理
解
が
妥
当
す
る
。
結
合
企
業
の
定
義
に
と
っ
て
は
、

い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
企
業
間
の
関
係
、

関
法

ま
た
、

E
C
指
令
の
規
定
の
直
接
適
用
も
法
的
に
は

二
五
六

（
九
六
八
）



(23) 

求
可
能
で
あ
る
と
の
批
判
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
第
五
2
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
加
盟
国
が
E
E
C
条
約
お
よ
び
そ
の
実
施
の
た
め

に
制
定
さ
れ
た
二
次
的
な
共
同
体
法
に
お
い
て
引
き
受
け
た
法
調
整
の
義
務
は
、
転
換
さ
れ
た
国
内
法
の
解
釈
に
際
し
て
、
共
同
体
法
、

(24) 

こ
こ
で
は
と
り
わ
け
指
令
に
適
合
す
る
解
釈
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
指
令
の
直
接

指
令
が
加
盟
国
に
対
し
国
内
法
へ
の
転
換
に
関
し
て
い
か
な
る
例
外
や
条
件
を
も
認
め
な
い
義
務
を
規
定
す
る

(25) 

な
ど
一
定
の
要
件
を
備
え
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
を
可
能
と
す
る
の
が
支
配
的
見
解
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
批
判
は
根
拠
の
な
い

も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、

Kropff,
A
d
l
e
r
 /D
u
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
な
ど
が
、
指
令
四
一
条
が
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
と
は
無
関
係
に
結
合
企
業
概
念
を

定
義
し
て
い
る
と
理
解
す
る
点
に
対
し
て
は
、
商
法
二
七
一
条
二
項
は
指
令
の
要
求
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
と
の
批
判
が
加
え
ら
れ
る
。

「
…
・
・
・
第
七
指
令
四
一
条
の
選
択
権
は
、
結

合
企
業
を
親
企
業
お
よ
び
子
企
業
と
し
て
あ
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
も
っ
と
も
広
範
囲
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
全
部
連
結
に
関
す
る
規

定
に
従
っ
て
組
み
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
企
業
と
す
る
趣
旨
で
行
使
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
概
念
は
、

(26) 

ン
会
計
に
関
す
る
義
務
な
い
し
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
可
能
性
に
：

．．．． 
照
準
を
合
わ
せ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
し

（切）

て
、
同
条
の
定
義
は
「
法
典
編
纂
上
の
変
更
」
の
み
を
も
っ
て
現
行
商
法
二
七
一
条
二
項
に
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
商
法
二
七

(28) 

一
条
二
項
は
指
令
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
も
の
と
一
致
し
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
政
府
草
案
理
由
書
は
、

(29) 

っ
て
な
さ
れ
た
指
令
四
一
条
に
つ
い
て
の
説
明
に
従
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

(30) 

解
が
間
違
っ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

N
ilias

の
批
判
は
当
た
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

の
場
合
は
、
指
令
四
一
条
自
体
が
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
に
関
す
る
義
務
を
前
提
に
結
合
企
業
概

西
ド
イ
ッ
新
商
法
に
よ
る
『
結
合
企
業
』
概
念

こ
れ
に
対
し
、

S
c
h
u
l
t
z
e
-
O
s
t
e
r
l
o
h

た
と
え
ば

N
ilias 
ま、，
 

改
正
草
案
二
三
六
条
に
関
す
る
政
府
草
案
理
由
書
に
お
い
て
も
、

適
用
性
に
つ
い
て
は
、

二
五
七

（
九
六
九
）

Kropff
ら
は
、

コ
ン
ツ
ェ
ル

こ
の
よ
う
な
指
令
の
理

B
i
e
n
e
r
/
S
c
h
a
t
z
m
a
n
n
 
に
よ



さ
ら
に
、

と
み
な
す
こ
と
を
認
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
と
の
連
動
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
す
る
。

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
の
範
囲
に
よ
っ
て
寵
接
的
に
画
定
さ
れ

第
三
九
巻
第
四
•
五
号

（
九
七

0
)

義
務
と
の
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
な
く
、
指
令
一
条
の
連
結
要
件
の
一
部
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
合
企
業
の
範
囲
を
定
め
て
い

る
点
は
認
め
な
が
ら
も
、
な
お
、
結
合
企
業
の
範
囲
は
そ
の
つ
ど
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
へ
の
組
入
義
務
に
依
存
す
る
と
の
主
張
が
、

同
条
二
項
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
加
盟
国
が
指
令
一
条
一
項
C

号
．

d
号
a
a
、

二
項
ま
た
は
一
―
一
条
の
選
択
権
を
行
使
し
て
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
の
拡
張
を
定
め
た
と
き
は
結
合
企
業
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
、
結
合
企
業
の
範
囲
に
属
す
る
か
ど
う
か
は
、

る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
指
令
四
一
条
三
項
は
、

こ
の
規
定
は
、
加
盟
国
が
、
結
合
企
業
の
範
囲
に
つ
い
て
当
該
加
盟
国
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
規
制
に
対
応
す
る
も
の
よ
り
広
く
画
定
す

る
こ
と
を
例
外
的
に
認
め
て
お
り
、
結
合
企
業
の
範
囲
に
属
す
る
か
否
か
が
連
結
範
囲
と
無
関
係
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
規
定
は
不

(31) 

要
な
は
ず
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
批
判
は
的
を
射
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
指
令
四
一
条

1

一
項
は
、
加
盟
国
が

同
条
所
定
の
選
択
権
を
行
使
し
て
連
結
範
囲
を
拡
張
し
た
場
合
に
、
そ
の
連
結
範
囲
に
あ
る
企
業
間
の
「
関
係
」
を
も
っ
て
結
合
企
業
関

係
と
み
な
す
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
り
、

K
r
o
p
f
f

ら
が
E
C
第
七
指
令
の
原
始
提
案
や
そ
の
変
更
提
案
の
文
言
を
拠
り
所
に
し
て
論
証
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
、

批
判
が
加
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
提
案
段
階
の
指
令
の
内
容
は
最
終
的
に
確
定
さ
れ
た
指
令
四
一
条
の
文
言
か
ら
推
論
す
る
こ
と
が
で
き

(32) 

な
い
ほ
ど
本
質
的
に
異
な
っ
て
お
り
、
重
要
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
指
令
の
原
始
提
案
お
よ
び
変
更
提

案
は
、
株
式
法
と
類
似
し
た
か
た
ち
で
、

ま
た
、
同
条
三
項
は
、
連
結
範
囲
を
拡
張
せ
ず
に
右
の
「
関
係
」
だ
け
を
結
合
企
業
関
係

そ
の
一
条
は
関
連
企
業

(assoziiertes
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
n
)
を
、
二
条
で
支
配
企
業
お
よ
び
従

念
を
定
義
し
て
い
る
の
だ
と
し
て
、

K
r
o
p
f
f

ら
の
見
解
を
批
判
す
る
。

一
条

彼
は
、

指
令
四
一
条
一
項
が
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
へ
の
組
入

関
法

二
五
八



る。

二
五
九

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
あ
る
い
は
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
関
係
な
い
し
親
子
企
業
関
係
を
判
断
基
準

属
企
業
を
、
三
条
は
統
一
的
指
揮
基
準
に
基
づ
い
て
垂
直
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
を
、
そ
し
て
四
条
は
並
列
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
を
定
義
し
、
さ
ら
に

五
条
は
、
第
四
指
令
お
よ
び
第
七
指
令
の
意
味
で
の
結
合
企
業
と
は
右
の
一
条
か
ら
四
条
の
関
係
に
あ
る
企
業
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
確
定
指
令
は
、

一
転
し
て
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
概
念
の
原
則
的
基
準
を
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
系
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
墓
準
に
変

更
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
で
は
、
原
始
提
案
・
変
更
提
案
と
確
定
指
令
と
の
間
で
は
、
そ
の
規
定
内
容
は
ま
っ
た

く
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
結
合
企
業
概
念
の
定
義
に
つ
い
て
、

と
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
義
務
に
連
動
さ
せ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
原
始
提
案
・
変
更
提

案
で
は
そ
の
一
条
か
ら
四
条
ま
で
に
規
定
さ
れ
た
企
業
間
の
関
係
を
基
準
と
す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
確
定
指
令
で
こ

れ
が
変
更
さ
れ
た
旨
の
明
確
な
資
料
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
前
者
に
は
一
定
の
意
義
が
認
め
ら
れ
う
る
よ
う
に
思
わ
れ

商
法
二
七
一
条
二
項
の
文
言
を
重
視
し
た
解
釈
方
法
に
よ
っ
て
も
、

書
の
作
成
可
能
性
を
抽
象
的
に
理
解
す
る
と
き
は
、
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
も
の
の
多
く
が
解
決
さ
れ
た
。
し
か
し
、
残
さ
れ
た
一

段
階
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
問
題
に
関
す
る
こ
の
見
解
の
結
論
は
、
ま
っ
た
く
不
可
解
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
国
内
資
本
会
社
が
自
身
の

子
企
業
を
有
し
な
い
た
め
外
国
企
業
あ
る
い
は
国
内
の
非
資
本
会
社
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
免
責
的
効
力
が
考
慮
さ
れ
ず
、
し
た
が

っ
て
両
者
間
に
お
い
て
結
合
企
業
関
係
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
資
本
会
社
が
自
身
の
子
企
業
を
有
す
る
に
至
っ
た

途
端
、
外
国
企
業
あ
る
い
は
国
内
非
資
本
会
社
は
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
連
結
範
囲
に
あ
る

(33) 

企
業
間
に
結
合
企
業
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
合
理
な
結
論
を
導
く
解
釈
は
、
維
持
さ
れ
が
た

(34) 

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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号

(

1

)

 

K
r
o
p
f
f
 `
 
a. 
a. 
0.＂ 
s. 3
6
6
.
 

(

2

)

 

A
d
l
e
r
/
D
u
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 a. 
a. 
0., 
T
z
.
 5
0
.
 

(

3

)

 

A
d
l
e
r
/
D
i
i
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 
a. 
a. 
0., 
T
z
.
 51. 

(

4

)

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、

E
C
第
七
指
令
の
国
内
法
化
前
の
一
九
八
五
年
会
社
法
七
三
六
条
一
項
は
、
い
わ
ゆ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
基
準
に
よ
り

結
合
企
業
観
念
を
規
定
し
て
い
る
。

J
o
h
n
s
o
n
,
B
・
[
 M. Patient, 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 Provisions o
f
 the 
C
o
m
p
a
n
i
e
s
 A
c
t
 1
9
8
5
,
 1
9
8
5
,
 p. 1
5
7
.
 

(

5

)

 

V
g
l
.
 B
i
e
n
e
r
/
B
e
r
n
e
k
e
,
 a. 
a. 
0., 
S. 
1
8
8
.
 

(

6

)

 

A
d
l
e
r
 /D
u
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 a. 
a. 
0
 ., 
T
z
.
 
5
3
.
 

も
っ
と
も
、
外
国
親
企
業
の
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
決
算
書
に
お
け
る
連
結
範
囲
の
画

定
に
つ
い
て
は
、

E
C
第
七
指
令
の
範
囲
内
で
の
外
国
法
規
定
の
差
別
禁
止

(
D
i
s
k
r
i
m
i
n
i
e
r
u
n
g
s
v
e
r
bot)
に
基
づ
き
、
子
企
業
に
つ
い
て
の

ド
イ
ッ
法
の
定
義
か
ら
の
離
反
が
認
容
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。

V
g
l
.
a. 
a. 
0., 
T
z
.
 7
6
.
 

(

7

)

 

A
d
l
e
r
/
D
i
i
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 
a. 
a. 
0., 
T
z
.
 5
4
.
 

(

8

)

 

Vgl• 

Kropff, 
a. 
a. 
0., 
S. 

366. 

(

9

)

 

Vgl. 
B
i
e
n
e
r
/
B
e
r
n
e
k
e
,
 a. 
a. 
0., 
S. 
1
8
7
 f. 

(
1
0
)
 

A
d
l
e
r
/
D
u
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 a. 
a. 
0., 
T
z
.
 5
5
,
 
5
6
.
 

(
1
1
)
 

A
d
l
e
r
f
D
i
i
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 
a. 
a. 
0., 
T
z
.
 5
7
.
 

(

1

2

)

 

A
d
l
e
r
/
D
u
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 a. 
a. 
0., 
T
z
.
 5
9
.
 

(

1

3

)

 

A
d
l
e
r
/
D
i
i
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 a. 
a. 
0., 
T
z
.
 6
3
.
 

(
1
4
)
 

A
d
l
e
r
 /D
u
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
 `
 
a. 
a. 
0., 
T
z
.
 6
4
.
 

(

1

5

)

 

A
d
l
e
r
/
D
i
i
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 
a. 
a. 
0., 
T
z
.
 6
5
.
 

(
1
6
)
 

K
r
o
p
f
f
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
開
示
法
―
一
条
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
を
、
商
法
第
三
編
第
二
節
に
従

っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
と
同
視
す
る
と
い
う
考
え
方
を
提
案
す
る

(a.
a. 
0., 
S
.
 
3
6
5
)
。
し
か
し
、
本
文
の
よ
う
に
解
す

る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
同
視
」
は
必
要
な
い
こ
と
に
な
る
。

(

1

7

)

 

A
d
l
e
r
/
D
i
i
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 
a
 a. 
0., 
T
z
.
 6
7
~
7
0
;
 vgl. 
a
u
c
h
 B
i
e
n
e
r
/
B
e
r
n
e
k
e
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
1
8
8
.
 

(
1
8
)
 

A
d
l
e
r
 /D
i
i
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 
a. 
a. 
0
 ., 
T
z
.
 
71. 

二
六

0
（
九
七
二
）



西
ド
イ
ッ
新
商
法
に
よ
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結
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概
念

二
六

(
1
9
)
 

A
d
l
e
r
/
D
u
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 a. 
a. 0•• 

T
z
.
 
72. 

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
も
、
資
本
会
社
の
上
位
に
あ
る
企
業
は
コ
ン
ツ

ェ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
し
う
る
立
湯
に
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
資
本
会
社
の
形
態
で
経
営
さ
れ
う
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
か
か
る
立
場
に
た
つ
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
商
人
の
簿
記
に
つ
い
て
義
務
を
負
う
経
済
的
な
い
し
法
的
な
単
一
体
、
つ
ま
り
個
人
商
人
、
人
的
会
社
、
資
本
会
社
お
よ
び

公
企
業

(
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
n
d
e
r
 offentlichen H
a
n
d
)

の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
商
人
で
は
な
い
私
人
、
あ
る
い
は
連
邦
や
地
方
公
共

団
体

(
G
e
b
i
e
t
s
k
o
r
p
e
r
s
c
h
a
f
t
e
n
)
は
擬
制
的
な
親
企
業
た
り
え
な
い

(vgl.

A
u
s
s
c
h
u
B
b
e
r
i
c
h
t
 
z
u
§
2
9
1
 HGB• 

B
T
-
D
r
u
c
k
s
.
 
1
0
/
 

4268, 
S. 
1
1
3
;
 B
i
e
n
e
r
/
B
e
r
n
e
k
e
,
 a. 
a. 
0., 
S. 
1
8
8
;
 
Kropff, 
a. 
a. 
0., 
S. 
3
6
6
 F
n
.
 3
;
 
U
l
m
e
r
,
 a. 
a. 
0., 
S. 631• 

F
n
.
 
21.)
。
こ

う
し
た
結
論
は
、
旧
法
に
対
し
て
著
し
い
変
更
を
も
た
ら
す
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
株
式
法
に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
等
も
支
配
企
業

た
り
え
、
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ら
に
対
し
て
も
結
合
企
業
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
う
る
と
す
る
見
解
が
非
常
に
有
力
で
あ
っ
た

(
v
g
l
•
K
o
p
p
e
n
 ,
 

steiner• 

K
o
i
n
e
r
 K
o
m
m
e
n
t
a
r
 z
u
m
 
Aktiengesetz• 

B
d
.
 
1
 I
 

`
 

fg. 1• 

2. 
Aufl., 
1986, 
§
1
5
 
R
d
n
.
 
3
9
 ff. 
m
i
t
 
Z
u
s
a
m
m
e
n
f
a
s
s
u
n
g
 

R
d
n
.
 
52.)
。
し
か
し
、
会
計
指
令
法
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
論
証
の
手
が
か
り
は
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
地
方
公
共
団
体
等
は
も
は
や
親
企
業

で
は
あ
り
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
結
合
企
業
で
も
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

V
gl. 
a
u
c
h
 Schultze-Osterloh, 
a. 
a. 
0.,. S. 
3
2
2
 f. 

(
2
0
)

こ
の
よ
う
な
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
で
あ
っ
て
も
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
免
責
的
効
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
Vgl.
A
d
l
e
r
/
 

D
u
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 a. 
a. 0•• 

T
z
.
 75. 

(
2
1
)
 

A
d
l
e
r
/
D
u
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 a. 
a. 
0.、
T
z
.
74. 

(
2
2
)
 

A
d
l
e
r
 /D
u
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
 `
 
a. 
a. 0•• 

T
z
.
 7
7
•
も
っ
と
も
、
当
該
外
国
企
業
が
n

ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
し
な
い
場
合
、
ド
イ
ツ

企
業
が
結
合
企
業
の
範
囲
を
完
全
に
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(a.
a. 0•• 

T
z
.
 78.)
。

(
2
3
)
N
 ilias, 
a. 
a. 
0
 ., 
s. 704• 

F
n
.
 3. 

(

2

4

)

 

U
l
m
e
r
,
 a. 
a. 
0., • 
S. 
632. 

に
よ
れ
ば
、
統
一
化
さ
れ
た
国
内
法
の
領
域
に
お
け
る
こ
う
し
た
解
釈
基
準
は
、
解
釈
に
疑
い
の
あ
る
と
き

は
、
加
盟
国
を
拘
束
す
る
指
令
の
当
該
箇
条
の
文
言
、
目
的
、
体
系
的
連
関
を
他
に
優
先
し
て
指
向
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
る
と
い
う
。

(
2
5
)
E
C
指
令
の
直
接
適
用
性
に
つ
い
て
は
、

vgl.

B
l
e
c
k
m
a
n
n
,
 
D
i
e
 
Richtlinie 
i
m
 Europiiischen 
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
s
r
e
c
h
t
 u
n
d
 i
m
 

D
e
u
t
s
c
h
e
n
 
R
e
c
h
t
,
 
in "
 
Leffson/Riickle/Gro.Bfeld• 

H
a
n
d
w
o
r
t
e
r
b
u
c
h
 u
n
b
e
s
t
i
m
m
t
e
r
 
Rechtsbegriffe i
m
 Bilanzrecht 
d
e
s
 

H
G
B
,
 1986, 
S. 
11 ff. 

(
2
6
)
 

B
T
-
D
r
u
e
ぽ
.
1
0
/
3
4
4
0
 
s. 
3
4
 f. 

（
九
七
三
）
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（
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(
2
7
)
 

B
T
 
,
 
D
r
u
c
k
s
.
 1
0
/
4
2
6
8
 
S. 
1
0
6
.
 

(
2
8
)
N
 ilias, 
a. 
a. 
0., 
S. 
7
0
4
,
 
F
n
.
 3
.
 

(
2
9
)
 

B
i
e
n
e
r
/
S
c
h
a
t
z
m
a
n
n
,
 a. 
a. 
0.》

s.
71. 
そ
こ
で
は
、
「
（
指
令
四
一
条
に
よ
れ
ば
）
結
合
企
業
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
決
算
書
に
と
っ

て
基
準
と
な
る
法
に
よ
り
親
企
業
ま
た
は
子
企
業
と
し
て
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
す
べ
て
の
企
業
で

あ
り
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
決
算
書
が
作
成
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
が
第
五
条
（
持
株
会
社
）
、
第
六
条
（
一
定
規
模
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン

の
免
除
）
ま
た
は
第
一
五
条
（
一
定
の
親
企
業
の
免
除
）
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
な
い
か
ど
う
か
、
も
し
く
は
あ
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
企
業
が
第
一

三
条
（
連
結
選
択
権
）
お
よ
び
第
一
四
条
（
連
結
禁
止
）
に
基
づ
い
て
連
結
か
ら
除
外
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
こ
と
と
は
無
関
係
で
あ
る
」

と
説
明
さ
れ
て
い
た
。

(
3
0
)
 

Kropff, 
a. 
a. 
0., 
S. 
3
6
6
.
;
 
A
d
l
e
r
/
D
i
i
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 a. 
a. 
0., 
T
z
.
 4
8
.
 

(
3
1
)
 

S
c
h
u
l
t
z
e
 ,
 Os
t
e
r
l
o
h疇

a.
a. 
0., 
S. 3
1
5
 f.
 

(
3
2
)
 

S
c
h
u
l
t
z
e
 ,
 Osterloh, 
a. 
a. 
0., 
S. 
3
1
6
.
 

(
3
3
)
 

S
c
h
u
l
t
z
e
 ,
 Osterloh, 
a. 
a. 
0., 
S. 
3
2
4
.
 

(
3
4
)

な
お
、

K
日
i
n
g
は
、
旧
論
文
に
お
い
て
は
、
経
営
経
済
学
的
に
は
不
満
足
だ
と
し
な
が
ら
商
法
二
七
一
条
二
項
の
文
言
に
き
わ
め
て
忠
実
な

解
釈
を
展
開
し
て
い
た
が

(a.
a. 
0., 
S
.
 
3
5
5
)
、
そ
の
後
改
説
し
て
、
商
法
二
七
一
条
二
項
は
指
令
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
も
っ
ば
ら
コ
ン
ツ

ェ
ル
ン
要
件
、
つ
ま
り
親
子
関
係
の
存
在
に
照
準
を
合
わ
せ
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

ders,
in "
 Ki
l
t
i
n
g
/
W
e
b
e
r
,
 

H
a
n
d
b
u
c
h
 d
e
r
 K
o
n
z
e
r
n
r
e
c
h
n
u
n
g
s
l
e
g
u
n
g
,
 1
9
8
9
,
 
R
e
c
h
t
 d
e
r
 
v
e
r
b
u
n
d
e
n
e
n
 
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
n
,
 
V
o
r
b
e
m
e
r
k
u
n
g
n
 
(S. 7
2
7
 ff.), 

R
n
.
 8
9
.
 
(
こ
の
論
文
は
、
前
掲
第
三
注
⑱
の
論
文
の
大
部
分
が
再
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
部
書
き
換
え
ら
れ
た
箇
所
が
あ
る
）
。

以
上
、
西
ド
イ
ッ
新
商
法
に
よ
っ
て
新
た
に
導
入
さ
れ
た
結
合
企
業
概
念
を
め
ぐ
る
議
論
を
紹
介
し
、
若
干
の
検
討
を
加
え
た
。
こ
の

よ
う
な
混
乱
と
も
い
え
る
状
況
を
呈
し
て
い
る
の
は
、
株
式
法
の
結
合
企
業
概
念
に
手
を
つ
け
る
こ
と
な
く
、
会
計
報
告
規
制
に
関
わ
る

1

一六



西
ド
イ
ツ
新
商
法
に
よ
る
『
結
合
企
業
』
概
念

と
に
し
た
い
。

無
縁
の
も
の
で
は
な
い
。

二
六

領
域
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
同
音
異
義
の
別
の
概
念
を
設
定
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
立
法
の
不
手
際
が
影
響
し
て
い

る
と
の
感
を
拭
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
予
定
さ
れ
て
い
る
結
合
企
業
の
実
体
規
制
に
関
す
る

E
C
第
九
指
令
が
採
択
さ
れ
る
ま

で
の
過
渡
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
す
で
に
体
系
的
な
企
業
結
合
規
制
を
有
し
て
い
る
西
ド
イ
ツ
に
特
有
な
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
結
合
企
業
関
係
の
開
示
に
関
す
る
西
ド
イ
ツ
な
い
し
広
く
は
E
C
各
加
盟
国
の
規
制
は
、
日
本
企
業
に
と
っ
て
ま
っ
た
＜

一
九
九

1

一
年
の

E
C
市
場
統
合
に
向
け
て
、
日
本
企
業
は
、
と
く
に
現
地
法
人
の
設
立
と
い
う
か
た
ち
で
E
C

諸
国
へ
の
進
出
を
活
発
化
さ
せ
て
い
る
。
現
地
法
人
が
資
本
会
社
の
形
態
を
と
る
場
合
、
日
本
の
親
企
業
と
の
関
係
を
結
合
企
業
関
係
に

係
る
決
算
書
項
目
と
し
て
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、

E
C
域
外
の
親
企
業
の
免
責
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
関

す
る
法
規
命
令
が
公
布
さ
れ
、
そ
の
要
件
を
充
た
す
と
き
は
、
日
本
の
親
企
業
が
作
成
す
る
連
結
財
務
諸
表
は
、
免
責
的
効
力
を
有
す
る

こ
と
に
な
る
。

な
お
、
結
合
企
業
概
念
の
定
義
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
単
に
商
法
二
七
一
条
二
項
の
解
釈
に
つ
い
て
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、

E
C
指
令
と
国
内
法
の
関
係
、
た
と
え
ば
国
内
法
の
解
釈
甚
礎
と
し
て
の

E
C
指
令
、
あ
る
い
は

E
C
指
令
の
直
接
適
用
を
め
ぐ
る
問
題

と
い
っ
た
も
の
も
提
起
さ
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
改
め
て
検
討
を
加
え
て
み
る
こ

（
九
七
五
）




